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本日の委員会に付した案件 

 議案第１２号 令和元度長与町一般会計補正予算（第４号） 

 議案第２０号 令和２年度長与町駐車場事業特別会計予算 

 

開  会   ９時２８分 

散  会  １５時４１分 

 



○委員長（河野龍二委員） 

皆さんおはようございます。定足数に達しておりますので、本日の総務文教常任委員

会を開会します。令和２年度第１回定例会本会議におきまして、本常任委員会に付託を

受けました議案第１２号令和元年度長与町一般会計補正予算（第４号）の件を議題とし

ます。本案について、総務部所管の提案理由の説明を求めます。 

荒木課長。 

○総務課長（荒木秀一君） 

皆様おはようございます。私の方からは総務課所管についての御説明を申し上げます。

初めに歳入でございますが、一般会計補正予算に関する説明書の１０ページ、１１ペー

ジをお開き願います。１４款県支出金３項委託金１目総務費委託金４節選挙費委託金１

３５万８,０００円の減額でございます。内訳は長崎県議会議員一般選挙事務委託金１

０５万６,０００円の減額、これは本年１月に事務委託金の確定がございました。それ

から、参議院議員通常選挙委託金３０万２,０００円の減額で、こちらは本年３月下旬

に確定の予定を持って計上をしているところでございます。 

続きまして歳出について御説明申し上げます。２２、２３ページをお願いいたします。

２款総務費４項選挙費３目参議院議員通常選挙費１６９万４,０００円の減額、こちら

は執行額の確定に伴う不用額の減額計上でございます。続きまして２４、２５ページを

お願いいたします。４目長崎県議会議員一般選挙費１２８万６,０００円の減額計上で

ございます。こちらも執行額確定に伴う不用額の減額計上でございます。次に、２６、

２７ページをお願いいたします。６目長与町議会議員一般選挙費６６９万４,０００円

の減額計上でございます。こちらは無投票であったことから、未執行分並びに契約変更

等による精算に伴う不用額の減額計上でございます。続きまして４４、４５ページをお

願いいたします。補正予算給与費明細書につきまして、こちらの表の区分欄の一番下、

比較の欄を御参照ください。職員数では、その他の特別職が８４人の減、内訳は、公民

館等の施設長が７人、町議選、県議選、参議院選に係る各種の立会人等７７人でござい

ます。これに伴いまして報酬は１,７５７万円の減、共済費は２６１万８,０００円の減、

合計では２,０１８万８,０００円の減額でございます。 

以上で総務課所管分の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

続きまして、契約管財課の所管の説明をお願いします。 

和田課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

おはようございます。それでは、契約管財課所管分につきまして議案第１２号令和元

年度長与町一般会計補正予算（第４号）の御説明をさせていただきます。今回の補正に

つきましては歳入では補助金が確定したもの。歳出では全てに不用額が生じたための減

額補正でございます。説明書の８、９ページをお開きください。歳入になります。１３



款２項１目１節総務管理費補助金。１行目の社会保障・税番号システム改修費補助金に

つきましては、補助額の確定をもって２３９万１,０００円の増額補正をしております。

令和２年度に中間サーバー更改が予定されており、地方公共団体情報システム機構で一

括して介している作業のうち、令和元年度分の経費となります。 

続きまして歳出になります。２０、２１ページをお開きください。２款１項５目１３

節委託料でございますが、庁舎敷地内樹木剪定及び害虫駆除業務委託料、公共用地雑草

刈り払い委託料、庁舎管理業務委託料、合わせまして３８０万円の減額。１５節工事請

負費でございますが、庁舎施設整備改良工事費、施設等改修工事費、普通財産整備工事

費合わせまして１１０万円の減額。１９節負担金、補助及び交付金でございますが、長

与町公共施設等管理公社補助金の３３９万６,０００円の減額でございます。次に、９

目電子計算費１４節使用料及び賃借料、１８節備品購入費、１９節負担金、補助及び交

付金につきましては、入札や再リースを行ったこと及びパソコンの導入方法としまして

共同調達を利用したことにより、当初見積りよりも減額が生じたため、合わせて１６４

万７,０００円の不用額の減額補正でございます。予算書の７ページをお開きください。

第３表の債務負担行為補正につきましてはＥＳＣＯサービス委託料の消費税増額分の追

加でございます。説明は以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

続きまして、地域安全課所管の説明をお願いします。 

宮崎課長。 

○地域安全課長（宮崎伸之君） 

おはようございます。議案第１２号令和２年度長与町一般会計補正予算（第４号）に

ついて地域安全課所管分の説明をいたします。まず、歳入でございます。長与町一般会

計補正予算（第４号）に関する説明書の方の１０ページ、１１ページをお開き願います。

１４款３項１目総務管理費委託金の市町村権限移譲等交付金確定によります補正でござ

います。次に１２、１３ページをお開き願います。１５款１項２目利子及び配当金のふ

るさとづくり基金運用収入の確定による補正でございます。１６款１項５目消防費寄附

金の消防費寄附金１件分の収入について計上させていただいております。４万９,００

０円でございます。次に１４、１５ページをお開き願います。１９款５項１目雑入の下

から３番目でございますが、コミュニティ助成事業助成金でございまして、不採択事業

及び補助金額の確定による減額補正１３０万円でございます。 

続きまして歳出でございます。２０、２１ページをお開き願います。２款１項１０目

地域振興費の負担金、補助及び交付金でございます。自治会長会補助金及び自治会振興

補助金の実績による減額補正１２９万９,０００円でございます。次に２２、２３ペー

ジをお開き願います。一番上の積立金のふるさとづくり基金積立金でございます。運用

利息の積み立てによるものでございます。次に３６、３７ページをお開き願います。９

款１項１目非常備消防費の備品購入費でございます。ラッパ隊の冬季の制服の入札によ



る減額補正でございます。次に１９節負担金、補助及び交付金で、広域消防費の事業費

負担金でございますが４３５万７,０００円の増額補正となっております。こちらにつ

きましては、前年度負担金の過不足調整で給与改定、燃料費の高騰によるものでござい

ます。次に４目防災対策費備品購入費でございます。コミュニティ助成事業が不採択と

なりました介護用移動帯の「ほいさっさ」の減額補正でございます。 

以上が地域安全課の説明でございますので、よろしく御審議の方お願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

それでは、これから質疑を行います。 

まずは、総務課所管の歳入、１０ページ、１１ページですね。ここは歳入も少ないの

で、歳出についても質疑をしたいと思います。２２から２７、４４から４５ページ、質

疑はありませんか。 

戻っても構いません。それでは、契約管財課についても質疑をしたいと思います。契

約管財課については、まず議案書の７ページ、債務負担行為の補正があります。歳入ペ

ージでは、８，９ページ。歳出ページでは、２０ページから２１ページの質疑もしたい

と思います。質疑はありませんか。 

この部分でもお気付きになれば戻っても構いませんので、地域安全課も含めて質疑を

したいと思います。地域安全課についてはまず歳入の方から１０ページから１１ページ、

１２ページから１３ページ、１４ページから１５ページの歳入について質疑があれば質

疑を受け付けたいと思います。質疑はありませんか。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

１５ページ、コミュニティ助成事業補助金の歳入減額があるんですけれども、説明の

中では不採択があったと。何が不採択でどのくらいの金額だったのか。お願いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

宮崎課長。 

○地域安全課長（宮崎伸之君） 

御説明いたします。介護移動帯、名称は「ほいさっさ」をコミュニティ助成事業の方

に申請をさせていただいて、各自主防災組織の方にお配りしたいと思っておったんです

が、マイナス８０万円という形になっております。そして、１３０万円のもう１つにつ

きましては、ラッパ隊の冬季の制服を購入させていただきまして、執行残を落とさせて

いただいております。こちらが５０万円落とさせていただいておる状況でございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

前者の方ですけれども、補助金を当てにして一応購入を考えてたわけですよね。それ

は補助金が無くて購入に至らなかった。その後はどうするものなのか、お尋ねします。 



○委員長（河野龍二委員） 

宮崎課長。 

○地域安全課長（宮崎伸之君） 

この分につきましては、令和２年度でもコミュニティ助成事業として要求をさせてい

ただこうと思っております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

再質問を含めて質疑を行いたいと思います。２０ページから２３ページ、３６ページ

から３７ページを受け付けたいと思います。質疑はありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

地域安全課の方の歳出の２０ページ、２１ページ２款１項１０目１９節の自治会長研

修補助金、自治会振興補助金の減額なんですが、先程実績に基づいてということだった

と思うんですが、これは元々何か予定されていた研修等がなくなったのか。それとも予

算を多めに組んでいて余ったというか、そういったものなのか。御説明をお願いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

宮崎課長。 

○地域安全課長（宮崎伸之君） 

今、議員がおっしゃった研修でございますが、自治会長研修につきましては５０自治

会分を当初予算に組ませていただいておりますが、実績等におきましては３０名程度の

参加で、１人当たり３万円の予算でございましたので、２０名、６０万円の減額という

形で今回対応させていただいております。自治会振興補助金はもう実績でございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかにありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

契約管財課の方なんですけれども、歳出の２１ページの２款１項５目１３節庁舎管理

業務委託料が３００万円減額というのは、これは今年度何か特別に減額が大きかったん

でしょうか。それとも予算に対して余ったものでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

久原係長。 

○係長（久原和彦君） 

庁舎管理業務委託料３００万円減額の理由ですが、庁舎を一括して衛生環境業務であ

ったり、エレベーターの保守、それと自動扉の保守などを一括して委託をしております。

その委託が３年間の長期継続契約をしておりまして、今年度が長期継続契約の更新時期

になります。ですので、予定価格を多めに取らないといけなかったことによります。３



年に一度はこのような規模での不用額の減というのが出てくるのかなと思っております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

これで総務部所管の質疑を終わりたいと思います。お疲れさまでした。 

暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

場内の時計で９時５５分まで休憩いたします。 

（休憩９時４８分～９時５５分） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。議案第１２号令和元年度長与町一般会計

補正予算（第４号）の企画財政部所管について、提案理由の説明を求めます。 

まずは政策企画課、荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

皆様おはようございます。政策企画課の主な内容を御説明を申し上げます。予算書の

６ページをお開きください。第２表繰越明許費でございます。これは交通系ＩＣカード

利用環境整備補助金、県営バス等の nimoca カードにつきまして、申請者から自然災害

に伴い必要な資機材の納入が遅れたということから、事業完了予定が令和２年６月に変

更になる旨申請があったため、次年度に繰り越すものでございます。 

続きまして歳入です。説明書に沿って御説明を申し上げます。１２、１３ページをお

開きください。１５款１項２目１節利子及び配当金でございます。下から２行目の国際

交流基金運用収入は３,０００円の増額計上でございます。同じページの１６款１項２

目１節総務管理費寄附金は５０周年記念事業に対する寄附が２件ございましたので、合

わせて１０１万円を計上しております。続きまして１４、１５ページ、１７款２項３目

ふるさとづくり基金繰入金でございます。これは先程の寄附金がございましたので５０

周年記念事業に係る財源調整により１０１万円を減額しております。以上が歳入です。 

続きまして歳出、２０、２１ページをお開きください。２款１項８目企画費でござい

ます。８節は、第１０次総合計画策定に係るワークショップにつきまして、当初有識者

等の委嘱を想定しておりましたが、ワールドカフェ方式という、お茶を飲みながらお菓

子を食べながら、誰でも気軽に参加していただける形で開催をいたしまして、無報酬と

したことから減額するものでございます。次の１３節委託料は、乗合タクシーの試験運

行を昨年１１月に終了いたしまして事業費が確定したため不用額を減額するものでござ

います。なお、結果としましては、一定の御利用はあったものの目標としていた数値に

届かなかったことなどから、今回は本運行を見送ることといたしました。本日お手元に



参考資料をお配りしております。最後に御説明をさせていただきたいと思います。続き

まして、２５節積立金は国際交流基金積立金４,０００円の増額計上です。これは令和

元年度の基金利息額を歳入の利子及び配当金で受け入れ、本節から国際交流基金へ積み

立てるものでございます。以上が政策企画分の歳入歳出予算です。 

引き続き、本日配布いたしました参考資料、乗合タクシー試験運行の実施結果につき

まして御報告を申し上げます。この資料が中尾団地地区、それから道の尾、自由ヶ丘団

地地区、それぞれ自治会に出向きまして説明を申し上げた資料となっております。 

まず最初に、これまでの経緯ということで上半分書いておりますけれども、地域の皆

様の御意見ですとか、利用状況を踏まえて、ルート、ダイヤの変更、停留所の追加、運

行形態の変更、そして期間延長という形で運行を行ってまいりました。運行の実績とし

ましては下半分になりますが、中尾団地地区では平均稼働率が８.６５％、１便当たり

の平均乗客数が１.１５人と、いずれも目標とした平均稼働率５０％、１便当たりの平

均乗客数２人というものに届きませんでした。２ページをお開きください。こちらが道

の尾、自由ヶ丘団地地区です。これまでの経緯は先程と同様で、運航の実績としまして

は平均稼働率５５.６％、１便当たりの平均乗客数が１.５４人と、平均稼働率は目標を

超えましたが、１便当たりの平均乗客数は目標を下回ったということでございます。こ

れについては、さらに利用者の状況ですとか、運行経費も判断材料といたしまして、次

の３ページになりますけれども、さらに検討を行ったところでございます。それを見ま

すと、道の尾の方になりますけれども、利用したことがあるという方が１３人。そのう

ちよく利用される方が５人ということで、この運行の受益者が地域というよりも特定の

個人に限られているという状況でございます。さらに経費の面でございますけれども、

乗合タクシーという運行の特性上、通常のタクシーのメーター料金よりも運行委託料が

高くなるということ。それと現状の利用の数では、１人当たりの町の負担もタクシーの

メーター料金よりも高くなってしまうということで、乗合という趣旨から合理性がない

のではないかというふうに考えております。いずれの地区においても本運行は見送るこ

とといたしたところでございます。これについては１月８日に地域公共交通会議を開催

しまして、運行に携わっていただいたタクシー事業者、それから利害関係にあるバス事

業者、利用者代表の方々に御意見を伺いまして、一定の方向性で見送るということに合

意をいただきました。その後、この資料を基に２月の上旬に、各地域においては、この

運行のルート設定からずっと携わっていただいておりまして、停留所の御協力、家の目

の前に停まるわけですから、そういったことの御協力のほか、地域への周知という形で

様々な御協力をいただいたところでございます。そのお礼も兼ねて地域の方々に御報告

を申し上げ、今の利用状況ではなかなか難しいのかなということで一定の御理解をいた

だいたところでございます。この資料については２月の中旬に世帯の方へ回覧も行いま

して、本日御報告を申し上げているところでございます。 

以上、政策企画課所管でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 



○委員長（河野龍二委員） 

続きまして、財政課所管について説明を求めます。 

田中理事。 

○企画財政部理事（田中一之君） 

それでは、財政課所管分を御説明いたします。まず歳入でございます。説明書、事項

別明細書の６ページ、７ページをお開きください。８款１項１目１節地方特例交付金。

こちらは交付額の確定に伴う増額計上でございます。次に１２ページ、１３ページをお

願いいたします。１５款１項２目１節利子及び配当金の説明欄の上２つ、財政調整基金

運用収入と減債基金運用収入。それと下から３番目の土地開発基金の運用収入、こちら

が財政課所管でございます。いずれも各基金の運用収入を増額計上いたしております。

次に１６款１項７目１節ふるさと長与応援寄附金、こちらは令和２年１月末の実績によ

り減額補正をいたしました。減額要因といたしましては、本会議でも説明をいたしまし

たが、返礼品は地場産品で且つ寄附額の３割以下という法改正が行われました。これに

より以前は県内産品で、町内で販売しているものが対象になりましたが、町内で生産加

工を行っているものというふうに改正が行われたため、長与町の主力商品であった干物

セットの提供ができなくなったということが大きな要因になっております。続きまして、

１４ページ、１５ページをお願いいたします。１７款２項１目１節財政調整基金繰入金。

こちらは今回の補正予算に係る財源調整を行った上で財源の余剰がまだございましたの

で、財政調整基金からの取り崩し額を減らす減額補正をいたしました。また、２節減債

基金繰入金においても公債費の償還財源として繰り入れを予定しておりましたけれども、

今回の補正の財源の余剰分で減債基金の全額を戻すための減額補正を行いました。取り

崩し額をゼロとするものでございます。次に１８款１項１目１節繰越金。こちらは平成

３０年度からの純繰越金の予算への未計上分を計上いたしました。次に１９款５項１目

１節雑入の上から５番目、長崎県市町村振興協会市町村配分金が財政課所管で、サマー

ジャンボ、ハロウィンジャンボの宝くじの配分金で、額の確定による減額計上でござい

ます。続きまして１６、１７ページをお願いいたします。２１款１項１目１節環境性能

割交付金。こちらは令和元年度の税制改正により、自動車取得税が廃止され、新たに環

境性能割が導入されたことによる交付金を新たに計上いたしました。 

次に歳出でございます。２０ページ、２１ページをお願いいたします。２款１項３目

財政管理費１４節使用料及び賃借料の起債管理システム使用料でございますが、現行、

起債管理システムを５年間リースで導入しておりましたけれども、令和元年８月にリー

スが切れまして、それに伴う更新を行いました。その額の確定による減額補正を行なっ

ております。次に２款１項３目財政管理費１９節負担金、補助及び交付金の西彼中央土

地開発公社事業費負担金は、公社保有土地に係る借入金の利息で、利率が確定したこと

による減額補正を行っております。次に２款１項６目２５節積立金。これは歳入でも説

明をいたしましたけれども、財政調整基金と減債基金の運用収入の積立金となります。



次に４０ページ、４１ページをお願いいたします。１２款１項１目。こちらは町債の利

率見直しによる元金の支払い見込み額の増加による増額補正でございます。また２目利

子。こちらは平成３０年度債の借入額の確定により減額をするものでございます。次に

１３款１項１目２５節積立金。こちらは土地開発基金の運用収入でございます。あとは

所管の方は教育総務課になるんですけれども、３６ページ、３７ページをお願いいたし

ます。１０款１項３目教育振興基金積立金でございますけれども、今年度５,０００万

積み立てを行っております。これは平成２７年度に教育関係基金の再編を行いました。

それ以降毎年５,０００万ずつの積み立てを行っておりまして、令和元年度で５回目の

積み立てで、積立総額は２億５,０００万と戻し入れたような形になっております。最

後になりますけれども、ふるさと長与応援寄附金。こちらの追加の説明で、歳入で御説

明申し上げましたけれども、ふるさと長与応援寄附金が１月末現在で５,４００万ちょ

っと寄せられております。平成３０年度が１億９,８７５万の寄附がございましたので、

大きく下回る結果となっております。このふるさと長与応援寄附金の取り扱いについて

は、今後、最終的に寄附額が確定したのち、事業費等が確定する年度完了を待って寄附

者の意向に沿った事業に充当をする予定でございます。寄附金の最終確定額につきまし

ては、令和元年度の決算において御報告をする形となりますので、よろしくお願いいた

します。以上が財政課所管でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

続きまして、税務課所管の説明を求めます。 

山﨑課長。 

○税務課長（山﨑昇君） 

それでは、税務課所管分の補正予算について御説明をいたします。補正予算に関する

説明書の６、７ページをお開き願います。歳入の１款１項１目個人町民税は４,９００

万円。２項１目固定資産税は２,９００万円。３項１目軽自動車税７００万円。７項１

目都市計画税は３００万円の増額計上です。増額の理由ですが、町税全般にわたり当初

の調定見込み額に対して実際の調定額を上回ったことや収入率も昨年並みを推移してい

るため、収入見込み額が増えたことによるものでございます。次に１０ページ、１１ペ

ージをお開き願います。中段の１４款３項１目総務費委託金２節徴収費委託金の個人県

民税徴収取扱費委託金は３７５万１,０００円を増額計上しております。これは委託金

の確定に伴う計上ですが、増額の要因は、見込みの納税義務者数より確定の納税義務者

数が多かったこと及び本町が支出した県民税の還付金の受け入れによるものです。 

次に歳出について御説明をいたします。２２、２３ページ上段の２款２項１目税務総

務費は、個人県民税徴収取扱費委託金の歳入予算計上に伴う一財から特財への財源組み

替え分でございます。同じく２目賦課徴収費１３節委託料は２７９万４,０００円を減

額計上しております。減額の理由ですが全て執行額の確定に伴う不用額の減額補正です。 

税務課所管分は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 



○委員長（河野龍二委員） 

これから質疑を行います。まずは政策企画課。これもページ数少ないので、歳入歳出、

繰越明許を含めて質疑をしたいと思います。質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

２１ページ、第１０次総合計画ワークショップ報償費ですけども、やり方を変えてお

金が浮いたということなんですけども、これはいつ行われて何名出席されたのか。そし

て、どのような要望、意見があったのか。その辺り簡単で結構ですから教えていただき

たいと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

福本課長補佐。 

○課長補佐（福本美也子君） 

ワークショップにつきましては、昨年１１月に４回に分けて行いました。１１月５日、

１２日、１８日、２６日の４回でございます。それぞれの会で２０名程度の参加をいた

だきまして、合計で７８名の参加をいただいております。特に多かった御意見としまし

てはコミュニティの場、交流の場ですとか、地域の支え合いとか、そういったところが

大切であるとか、そういった施設が欲しいとか、そういった御意見がございました。あ

とは交通関係、バスとか、道路の方の渋滞関係、そういった御意見もございました。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

同じところなんですけれども、これは第１０次総合計画を策定するためのワークショ

ップだったと思うんですが、第９次総合計画を作るときも同じようなことを行ったんで

しょうか。と言うのは、有識者を最初はお呼びして開催する予定がワールドカフェ方式

に変わったということですけれども、前回はそういった有識者の方を呼ばれて何か行っ

たのかっていうことと、当初は有識者の方をお呼びして行う予定だったのがワールドカ

フェ方式というのに変更になった理由があれば教えてください。 

○委員長（河野龍二委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

まずは前回の話ですけれども、第９次総合計画については後期基本計画という位置付

けでございまして、１０年間の基本構想の後半部分ということです。今回ワークショッ

プを開催したのが、この基本構想の策定のタイミングでもあったということでございま

して、第９次のときはこのワークショップは開催しておりません。その前の基本構想策

定の第８次総合計画のときにはワークショップ開催をいたしまして、当時は有識者です

とか、一部公募によるワークショップを開催したところでございます。今回こういった



方式に変更したというのが、有識者の方に深く議論をしていただくというのも１つの手

法であったと思いますが、通常暮らしていく中で、例えば子育て世代であったり、地域

のコミュニティの活動されてる方、様々な分野で活動されてる方に幅広く自由に御意見

を出していただきたいという趣旨から、先程申し上げたお茶を飲みながら、お菓子を食

べながらという気軽に御参加をいただいて、気軽に様々な町に対する御意見をいただき

たいという趣旨からこういった形に変更をしたところでございます。以上です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑をしたいので委員長を交代します。 

○委員（金子恵委員） 

質疑はありませんか。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

２１ページの１３節委託料の乗合タクシー運行委託料。そもそもこの乗合タクシーの

運行委託を計画をして始められたのは、１つは、いろんな政策、総合計画なんかを作る

ときに交通網の充実という御意見もたくさんあったというふうに思うんですよ。そうい

う中から、こういう形もあったと思うし、町長の目玉政策の 1 つでもなかったかなって

思うんですよ。施政方針等々で語られてた中で。今回、結果的にはなかなか望むような

形での結果が出なかったということで、そういう意味では今回は見送るというふうな形

ですけど、今後は、本会議でもありましたけども、どういうふうな形で進めていこうと。

見送ったけども、また改めて計画を練り直して、またゼロからスタートしようと。近々

に考えてらっしゃるのか、ちょっと時間を置いて取り組む考えなのか。それとも全くも

う今のところは政策から外してしまうのか。その辺についてお伺いしたいと思います。 

○委員（金子恵委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

今後の乗合タクシー等の検討ですけれども、現時点においては引き続き試験運行を行

うなどの予定はございません。今回、地域の方々にも先程申し上げたとおり試験運行の

結果を御報告したところ、残念であるとか一定の利用があってるという御意見はいただ

いた一方で、やはり今の乗車の数では引き続き運行することは困難だということは一定

御理解をいただいたところです。この運行の期間中に地域の皆様、全世帯に対するアン

ケートもお取りしまして、「今、運行してます。これを利用されない理由は何です

か。」という問いに対して、「まだ今は自家用車等を利用してます。」という方々が８

割を超えてました。６０歳以上の方で年齢を縛ってみても７６％の方がまだ車を利用さ

れているという状況でございます。運行を実際に請け負っていただいたタクシー事業者

様も肌で感じるところだと思いますけれども、利用が増えるにはもう少し時間が掛かる



のではないかという御意見もいただいたところです。今後、高齢化の進展というのはや

はり一定進んでいくものというふうに考えております。また、地域公共交通の動向を現

状のバス路線であったり、技術の進展ということも想定されるところでございますので、

特にその高齢化の視点、それから地域の御要望に注視をしながら、また改めての試験運

行というのも念頭に置きながら引き続き研究は進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○委員（金子恵委員） 

委員長交代します。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

先程の乗合タクシー、試験運行の説明があったんですけども。３ページの特定の個人

に限られているという文言があるんですけども、これは高齢者の方がという意味ですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

尾田係長。 

○係長（尾田光洋君） 

運行の状況につきましてはタクシー会社の方から聴取をしておりますけれども、概ね

７０代以上の方が基本的に利用されていたということでお聞きしております。 

○委員長（河野龍二委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

高齢者については、入浴券の補助とかタクシーの補助とかあるわけですよね。今回こ

ういう結果が出ているわけなんで、タクシーの補助等の関連も検討されているのかどう

か。考え方としては政策的な面もあるんでしょうけども、そういう方法もあるのではな

いかなと思ってるわけですけども。それとは切り離して今後考えていくのか。あるいは

あくまでもこの乗合タクシーで検討していくのか。いろいろな方法があると思うんです

けども、その辺りはどのように考えておられるかですね。 

○委員長（河野龍二委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

この乗合タクシーについては地域公共交通といった観点かと思います。地域で使える

交通機関、交通モードっていう言い方をしますけども、それが無いというのが一番の問

題だと考えてます。町内全域で見ますと、路線バスが一定充実をしていると。ただ、道

幅が狭くてバスが通らない、導入ができないという地域はやはり不便な状況であるとい

うふうに考えてます。そこに一定公共交通というのを導入するというのが今回の乗合タ



クシーの試験運行でございました。一方でタクシー、バス、健康づくりの助成、これは

高齢者福祉の観点かと思いますけれども、一定経済的な面があろうかと思います。です

ので、乗合タクシーを実施しないからそちらに手厚くとか、そういった直接の関連性は

無いのかなというふうに考えております。ただ、今後の高齢化の上昇というのは、お互

いに視野に入れながら、それぞれ研究していくところかなというふうに考えております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。戻っても構いませんけども、財政課の質疑に入りたいと

思います。財政課については、まず６、７ページですね。あと１２から１７ページ、ま

ずは歳入のところで質疑があれば伺いたいと思います。質疑はありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

ちょっと戻って政策企画課の方に質問なんですが、繰越明許費の交通系ＩＣカード利

用環境整備費補助金が繰り越しになった理由は、先程の御説明で分かったんですが、こ

れは今年度の当初予算に上がっているので、そのとき御説明はあったと思うんですが、

私はそのときいなかったもんですから改めてお伺いしたいんですが、これは県営バスに

対する補助金ということでよかったでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

荒木課長。 

○政策企画課長（荒木隆君） 

県内のバス事業者につきましては、以前のスマートカードが老朽化したということで、

その資機材の更新を検討されてきたところでございます。県内では２つの種類をそれぞ

れ事業者ごとに検討されてきたということで、長崎バスをはじめとしたグループ会社は

地域カードと言われる独自のカードを導入して既に運行が始まっております。これにつ

いては国の補助金の対象にもならなかったということで、県や市町に対しても負担が求

められず独自に導入をされたというところでございます。一方で、県営バスをはじめと

したその他のバス事業者、それから路面電車。こういったものについては nimoca カー

ドの導入を検討されておられまして、これについては訪日外国人の利用といった観点か

らの国の補助金の活用ができると。その裏負担ということで県市町も足並みを揃えて補

助をするということで検討してきた経緯がございます。それが当初予算に１２０万７,

０００円、本町の負担分を計上していたというところでございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

そうすると、県内各市町で負担していると思うんですが、長与町の負担した金額とい

うのは、どういう算定で出たんでしょう。その割合と言いましょうか。例えば乗降客数

なのか、路線便数などなのかっていうのをちょっと分かればお願いします。 



○委員長（河野龍二委員） 

福本課長補佐。 

○課長補佐（福本美也子君） 

この補助額につきましては、市長会、あと長崎県の町村会の方で決定をしております。

決定の内容としましては、当該業者が走行している自治体の中で均等割と利用人数割と

いうところで決定をしていただいているところでございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

財政課所管についての質疑を求めます。質疑はありませんか。 

歳入、歳出でも構いません。いずれでも結構です。質疑はありませんか。 

税務課での質疑はありませんか。６、７ページ、１０、１１ページ、２２、２３ペー

ジ、歳入歳出いずれでも結構です。質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

参考までに２３ページ、評価替えですかね。これは３年に１回行っているものですか。

定期的にやってるものなのか。あるいは個別にやったものか、お願いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

山﨑課長。 

○税務課長（山﨑昇君） 

評価替えに伴う鑑定業務、評価替え業務につきましては、３年周期で行っております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

１６ページ、２１款１項１目環境性能割交付金ですけれども、１０月からの半年分と

いう考えでいいのか。当然今までは取得税が入ってきていたわけですけれども、前年度

決算を見ると減るんじゃないか。収入が全体で、取得税と環境性能割この１年間を考え

ると減るのじゃないかなと思うんですけど、その辺りの説明をいただけますでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

田中理事。 

○企画財政部理事（田中一之君） 

環境性能割交付金につきましては、御指摘のとおり昨年１０月１日に消費税増税にな

ったということで、それと入れ替わりに自動車取得税が廃止されて環境性能割が導入さ

れたわけでございまして、１０月から以降の半年分ということで今回は計上をさせてい

ただいております。確かに自動車取得税の分の額と比較すると金額的には減ってるよう

な形になっております。自動車取得税が廃止になったことで、地方の収入が減るという

ことに関しては、代わりにその辺りの補填というのがまた別の形であろうかと思ってお



ります。 

○委員長（河野龍二委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

昨年度決算から言えば２,１００万円ぐらいの取得税だったのが、これ半年分で７０

万ですので、年間かなり減るわけですよね。そこの説明もまだ国の方はあってないんで

すか。いわゆる交付金の算定基準でどっかに入るのかとか、増税の際に地方へ回す分が

出ましたよね。その中に含まれるのかとか。ちょっと再度お願いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

木須課長補佐。 

○課長補佐（木須紀彦君） 

今回の環境性能割交付金については実額ということで、今回補正額で出しております

７０万３,０００円につきましては、１２月までの実際の既収入額を確定値ということ

での計上額とさせていただいているところです。この環境性能割交付金につきましては、

地方税法及び施行令、施行規則によって、配分額等が定められておるようなんですけれ

ども、その金額の詳細につきましては見込めていないというところが現状でございます。

ですので、年に３回の交付ということで予定をされているということでございまして、

廃止をされました自動車取得税の交付金、交付月、交付回数等につきましては同じよう

なものであると、同じ月であろうということでの確認はしているところでございますが、

その金額につきましては、ベースとなる金額等がまだ１０月から以降の分ということで

見込めていないというところがございまして、大きく減少するのか、その辺りについて

も危惧はしておるところですけれども、別途その他の譲与税等々も改正等があっており

ますし、全ての税体系。全体としての何らかの措置、最終的にはその分は何らかの形で

対応がされるのではないかと、今のところは考えておるところでございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

それでは質疑を終了したいと思います。これで企画財政部の質疑を終了します。 

１０時５０分まで休憩いたします。 

（休憩１０時４１分～１０時５１分） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩前に引き続き、議案第１２号の件を議題といたします。ただいまより住民福祉部

所管についての審査を行います。本案についての提案理由の説明を求めます。 

まずは住民環境課、栗山理事の方から説明をお願いいたします。 

○住民福祉部理事（栗山浩二君） 

おはようございます。それでは令和元年度一般会計補正予算の説明書により住民環境

課所管分の補正について御説明をさせていただきます。６、７ページをお開きください。



一番下段になります１１款１項２目２節長与・時津環境施設組合派遣職員給与負担金で

ございます。こちらは実績額に伴う減額でございます。次に８、９ページをお開きくだ

さい。中段の１３款２項１目総務費国庫補助金１節総務管理費補助金ですが、個人番号

カード交付事業費の補助金として１５７万３,０００円を補正計上させていただいてお

ります。次に３目衛生費国庫補助金２節清掃費補助金については循環型社会形成推進交

付金の減額計上でございます。今年度は浄化槽の設置が無かったために減額をさせてい

ただいております。次に１０、１１ページをお願いいたします。１４款２項３目衛生費

県補助金、保健衛生費補助金でございます。こちらも国の補助と同様に県からの補助金

が浄化槽分の２期分になりますが減額計上をさせていただいております。中段の１４款

３項１目３節戸籍住民基本台帳費委託金の市町村権限移譲等交付金はパスポート事務に

ついての交付額決定に伴う増額でございます。それから１４款３項３目衛生費委託金、

保健衛生費委託金は権限移譲の交付金でございまして墓地に関するものが１,０００円。

それから公害に関するものが２１万６,０００円増額計上をさせていただいております。

次に１４、１５ページをお願いいたします。下段の１９款５項１目雑入１節雑入ですが、

過年度分の長与・時津環境施設組合負担金の精算金２,５４１万９,０００円の増額補正

でございます。これは組合の決算剰余金を精算金として受け入れるものでございます。 

次に歳出に移ります。２２、２３ページをお願いいたします。２款３項１目１３節委

託料ですが、戸籍総合システムのリプレイス業務委託料確定のために減額をさせていた

だいております。１８節備品購入費ですが戸籍システムの機器購入費の確定による減額

でございます。１９節負担金、補助及び交付金ですが、個人番号カード交付事業負担金

で、交付実績に伴う見込み額からの増額による増額計上をさせていただいております。

次に３０、３１ページをお願いします。４款１項５目１９節負担金、補助及び交付金で

ございますが、先程歳入の方で御説明をいたしましたが、浄化槽の設置が無かったため

の減額でございます。次に４款２項２目１９節負担金、補助及び交付金についてですが、

長与・時津環境施設組合の負担金となりますが、組合の運営費負担金について５６９万

４,０００円の減額と、組合の起債償還金の償還金に係る交付税措置分の確定に伴う２

１３万円、合計の７８２万４,０００円を減額計上させていただいております。 

以上が住民環境課の補正予算関係でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

続きまして、福祉課所管の説明を細田課長お願いします。 

○福祉課長（細田愛二君） 

それでは、令和元年度長与町一般会計補正予算（第４号）の福祉課所管分につきまし

て御説明をさせていただきます。今回の補正につきましては地域福祉ボランティア基金

に関するもの、社会福祉協議会運営補助金、障害福祉に関する給付が主な内容となって

おります。まず議案書の６ページをお開き願います。第２表繰越明許費でございますが、

３款民生費１項社会福祉費のプレミアム付商品券事業２５０万円を計上いたしておりま



す。こちらはプレミアム付商品券事業におけます換金及び精算事務が引き続き次年度ま

で発生をすることから、当該事業に係る事務費と事業費の繰り越し分でございます。 

続きまして歳入の方に移らせてもらいます。説明書の８、９ページをお願いします。

１３款２項２目１節社会福祉費補助金のプレミアム付商品券事業補助金でございます。

こちらは商品券事業のプレミアム分に相当する額の変更に伴いまして、国庫補助額を減

額するものでございます。続きまして１０、１１ページをお願いします。中段の１４款

３項２目１節社会福祉費委託金の市町村権限移譲交付金の障害者分１１万４,０００円

でございます。こちらは障害者手帳交付事務等の実績によります増額補正でございます。

続きまして１２、１３ページをお開き願います。１５款１項２目１節利子及び配当金で

ございますが、上から４番目の地域福祉ボランティア基金運用収入９,０００円が福祉

課所管でございます。こちらは基金の利息受け入れ分でございます。 

続きまして歳出の方に移らせてもらいます。２６、２７ページをお開き願います。下

段の３款１項１目１９節負担金、補助及び交付金は長与町社会福祉協議会運営補助金で

ございますが９６万２,０００円、こちらは例年お願いをしておりますけれども、社協

のバスの運行実績に係る補助分でございます。その下、２５節積立金につきましては地

域福祉ボランティア基金積立金で２２８万２,０００円でございますが、ふるさと長与

応援寄附金からの基金積立分でございます。その下の２目障害者福祉費でございます。

２０節扶助費のうち、自立支援給付費それと舗装具費、次のページに移りまして日常生

活用具費が福祉課所管でございます。自立支援給付費補装具費、日常生活用具費、とも

に見込み量の増加に伴う増額補正をお願いするものでございます。続きまして６目プレ

ミアム付商品券事業費１９節プレミアム付商品券事業費補助金につきましては、商品券

購入者の見込み量減に伴いまして、商品券のプレミアム分に相当します分の事業費の補

助を減額するものでございます。以上が今回補正をお願いするものでございます。 

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

続きまして、こども政策課所管についての説明も求めます。 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

補正予算（第４号）のこども政策課所管につきまして、御説明をさせていただきます。

今回の補正は、実績見込みに伴います減額補正並びに社会福祉費寄附金の受け入れと活

用が主なものでございます。それでは説明書の８ページ、９ページをお開きください。

１３款１項１目３節児童手当負担金が児童手当歳出減額に伴う国費の減額でございます。

次に、下段の１４款１項１目３節児童手当負担金は国費同様、県費の減額でございます。

１２、１３ページをお開きください。１６款１項３目１節社会福祉費寄附金５万円がこ

ども政策課所管でございます。子育て支援に役立てて欲しいということで御寄附をいた

だいております。歳入は以上です。 



次に歳出の２６、２７ページをお開きください。下段の３款１項２目２０節扶助費で

次のページの上から２行目、障害児通所給付費がこども政策課です。給付見込み額に合

わせまして減額をしております。３款２項１目は全てこども政策課です。１９節負担金、

補助及び交付金は学童クラブに対する補助金見込実績額に合わせて、それぞれ減額をし

ております。２０節扶助費は児童手当の支給実績見込みに合わせて減額をしております。

下段の４款１項２目１３節予防接種委託料は実績見込みに合わせて減額をしております。

４款１項３目１８節一般備品購入費は先程の社会福祉費寄附金を活用しまして、デジタ

ル自動体重計を購入予定です。 

こども政策課は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

それではこれから質疑を行います。まずは住民環境課、歳入歳出併せて質疑を行いた

いと思います。質疑はありませんか。 

戻っても構いません。続きまして福祉課についても質疑を行いたいと思います。質疑

はありませんか。歳入歳出、また繰越明許費、併せて質疑を受け付けたいと思います。 

質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

プレミアム付商品券ですか、減額になったんですけども。元々受ける人の資格が決め

られてあって、それに基づいて算定されたと思うんですよね、当初ね。これで減額にな

った理由っていうんですかね。せっかくそういう資格がありながら購入しないというの

もおかしいなと思って。お尋ねしたいんですが。分かる範囲で構いません。 

○委員長（河野龍二委員） 

細田課長。 

○福祉課長（細田愛二君） 

委員がおっしゃるとおり、本町としても最初は相当数来るんじゃないかなということ

で予想はしてたんですけれども、まず１つは商品券をいただけると思ってた方が多かっ

たと。買わないといけないという認識の違いっていうのがありまして、そういった問い

合わせがかなり当初からあってました。それが１つあるかと思います。それともう１つ

は町内の店でしか買えないということがありまして、どうしても町内にはなかなか皆様

方が使いたいような店舗が多くはないというようなのも１つあります。あともう１つ電

話でいろいろ御意見いただいたのが、どうしても人口も多いんですけど高田地区の方で

すね。百合野、道の尾、高田越、そちら側の方でなかなか使えない。お店が少ないとあ

ちら側は。バスとかタクシーに乗ってこっちにまで来て。しかも商品券買ってですね。

なので、なかなかそこまでしてはもう買いには来ないよ。というようなことをかなり御

意見もいただいております。そういったのが理由かなということで考えております。 

○委員長（河野龍二委員） 



浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

同じくプレミアム付商品券事業の繰越明許費に係る部分で、そもそもこの事業期間と

いうのはどうだったのかというのをお聞きをしたいんですが。 

○委員長（河野龍二委員） 

細田課長。 

○福祉課長（細田愛二君） 

事業期間につきましては、基本的には令和元年１０月１日から３月３１日までが利用

期限ということになってるんですが、国の方から令和元年度で予算の執行を全て完了す

るのを希望する自治体については、最終的な締切日を商品券の購入期限を例えば２月末

までとか１月末までとかして、精算を３月いっぱいに終わらせて事業完了を元年度まで

とすることもできますよということになりまして、単年度で終わらせる自治体もあるよ

うです。ただ、うちの方はできるだけ購入をしていただきたいということで３月末まで

購入期間を設けましたので、その後の精算とかがどうしても４月、５月まで入ってきま

すので、本町については令和２年度までの事業期間ということでさせていただきました。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

私も同じところなんですが、このプレミアム付商品券っていうのは確か３歳未満の子

どもがいる世帯、非課税世帯、大きく２つの購入申請対象者があると思うんですけれど

も、３歳未満のお子さんがいる世帯には直接その購入引き換え券を送って、非課税世帯

にはその前に引き換え券の申請書を送って、申請した人にだけ引き換え券を渡すという

方式だったと思うんですけれども。まず、全部の対象者数の数と購入引き換え券を実際

に渡した人数、それと実際に購入した人の件数、分かりますでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

細田課長。 

○福祉課長（細田愛二君） 

まず、非課税対象者。申請書を送った件数が６,１０１件です。そして子育て世帯に

なりますけども、子どもの数で申し上げますが引き換え券をお送りした件数が１,３４

５件です。そして、住民税非課税者の方で申請があった件数が１,６１２件です。この

うち商品券の購入が低所得者の方もいらっしゃいますもんですから、一遍に引き換えも

できるんですが５回に分けて引き換えもできるということで、町の方に５回に分けても

全部換えられた方の分だけが戻ってきてますので、今、その分の件数しかちょっと分か

らないんですけれども、その件数を申し上げますと、住民税非課税の方が１,１８９件、

子育て世帯の分が６６７件でございます。 

○委員長（河野龍二委員） 



八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

そうしますと、件数に対して結構購入した数っていうのは少ないのかなと思うんです

が。元々私もこの政策、これ自体が要するに非課税世帯という所得の少ない世帯とか、

子どもが小さくて大変なところもある世帯に、商品券を買ってもらうっていうこと自体

がそもそも本末転倒というか、ちょっとそういう気がして、こういう形になるのも不思

議じゃないと思うんですが。なので、利用者数が少ないのは制度自体がちょっとどうか

と思うので、長与町役場の方が悪いっていうのは思わないんですけれども。ただその中

にあって気になったのは、この引き換えに、購入しに来る方というのが確か２階の会議

室みたいな所に会場を用意してたと思うんですけれども、実際に買いに来る方のうち、

子どもがいる家庭というのは別なんですが、非課税世帯というのはそういう所得が少な

いっていうことが買いに来たことで分かってしまうというか、ほかの住民の方であった

り、中にはもちろん役場に働いてる方と知り合いの方もいらっしゃるんじゃないかと思

うんで、そういう周りの目に付く場所っていうのはどうだったのかなというのがあるん

ですが、実際に今の件数を聞きましても、申請書を送って引き換え券は渡したけど実際

にはやはり来なかったという方もあると思うんですけど、もうちょっと目に付かない場

所、例えば水道局の３階とか、もうちょっと買いに来やすいと言うと変ですけど、そう

いう場所にした方が良かったのかなとも結果論ですが思うんですが、どうお考えですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

細田課長。 

○福祉課長（細田愛二君） 

まず住民税非課税者の申請が必要な方の申請場所につきましては、役場庁舎２階の会

議室でさせてもらいました。商品券の購入につきましては、商品券の交換事務を商工会

の方にお願いをしておりまして、商品券の購入につきましては商工会の方に行っていた

だくという形になります。それで委員がおっしゃいますように対象者が全町民じゃなく

て限られてますので、行ったら分かるんじゃないかっていう御指摘ですけど、そういっ

た意見も自治体の方から最初、これをする前の会議とかでも出ました。その中で対象者

が変わらなかったわけなんですけれども、そういった中でいろいろしていく中で、例え

ば商品券を子育て分と低所得者分とは区別しないとか、色とか番号をつけたりとかせず

に、どういった対象で来たか判明しにくいようにするとか。もちろん町としましても名

簿等につきましても商工会にお願いはしてますけど、配布はしておりません。そういっ

たことで、できるだけ個人が特定できないような形でさせていただいてはおります。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

そしたら購入場所じゃなくて、申請場所が役場だったということで、ちょっと認識が



間違ってました。分かりました。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑をしたいので、委員長を交代します。 

○委員（金子恵委員） 

質疑はありませんか。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

２７ページ。民生費、社会福祉費の１目１９節、長与町社会福祉協議会運営補助金。

説明の中でバスの運行実績に対する補助金ということで、基本的なところを伺って申し

わけないんですけども、社会福祉協議会にある福祉バスを町民の方が利用する場合、そ

の運行実績に対する補助金だと思うんですけど、福祉バスを運行する場合は、どういう

形を整えて運行するのかですね。その辺を最初に教えていただきたいと思います。 

○委員（金子恵委員） 

細田課長。 

○福祉課長（細田愛二君） 

まずこの補助金につきましては、町が社協バスを利用した分の補助金分になります。

町民の方、一般の任意団体とかが使った分ではなくて、町が使った分ですね。その手続

きにつきましては、それぞれ所管をしております課の方から運行スケジュールと運行行

程が上がってきます。私の方の確認印を押すようになっておりますので、決裁を経たあ

とに社協の方に回しまして、町の分の予約をするというような手続きになっております。 

○委員（金子恵委員） 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

聞き方がまずかったですね。確かにここは町の運行で。何を質問したいかって言うと、

実は町民の方からそういう話をお聞きして、この分についても予算に外れて申しわけな

い部分があるんですけども、例えば自治会なんかが福祉バスを利用したいと要望したと

きに、自治会が運行する場合は休日が多いわけですけど、そのときに社協の職員がなか

なか休みが取れないと、運転手の方が。それで休みの期間に入ると、その日はだめです

というふうに言われて断るケースがあるということで、町が運行する場合は優先的に、

町の行事としてされる場合等あるんですけども、自治会の利用が非常に難しくなってき

てるような話をお聞きしたんですけども、福祉課にそういう相談が来るっていうのはな

いとは思うんですけど。向こうの問題でしょうからですね。運転手がどれくらいで回し

てるのかっていうのは福祉課に聞くもんではないですかね。申し訳ない、分かりますか。 

○委員（金子恵委員） 

細田課長。 



○福祉課長（細田愛二君） 

確かに社協の方からは、町が使う場合もできるだけ時間帯とか曜日は考えていただき

たいというような話はいただいてるんですが、ただそれが何に基づいてなのかとかは社

協の方になりますので、うちの方では分かりかねるところではございます。 

○委員（金子恵委員） 

委員長を交代します。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

次のこども政策課についても質疑をしたいと思います。これも歳入歳出同時に質疑を

したいと思います。 

西田委員。 

○委員（西田健委員） 

３款１項２目と４款１項２目なんですけども、これは障害者の福祉費ということで、

障害児通所給付費４,８００万円。それと４款２項の感染症予防費の中の予防接種委託

料が１,１００万円と素人考えでは結構差額が大きいと。説明では見込み額より少なか

ったということなんですけども、通常こういう感じで見込まれておるのか。それとも今

回特別に何らかの理由で多めに取っていたとか。お伺いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

まず１点目の障害児通所給付費でございますけれども、年々利用者が増えておりまし

て、給付費の額っていうのも伸びがずっとあっていたところです。ただ３１年度は、長

与町が独自で実施をしておりますひばり学級の利用期間の見直しを行ったために、ひば

り学級が大体半年を過ぎましたら障害児通所の方に移行をしてたんですけれども、移行

する方がほとんど無くて、ひばり学級の方で皆さん療育活動をされていたっていうとこ

ろから、小学校以上の放課後等デイサービスは例年並みの伸びはあったんですけれども、

未就学の児童発達支援事業の方につきましては利用者数がほぼ変わらなかったというと

ころで、これだけの減額が出ております。もう１点の予防接種の減額の方ですけれども、

これはもう出生数の数が非常に現在長与町の方でも減っておりまして、３１年度の出生

数の見込みを４３０人でしておりましたけれども、今のところ３８０人程度で推移をし

ているというところで、予防接種も減額で補正をお願いをしております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

同じページの３款２項１目の負担金のところで質問なんですけれども、学童保育、学



童児童クラブの運営補助金、ある程度の最終的な金額が固まったということかとは思う

んですけれども、今般の新型コロナウィルスの件で３月分の運営が予定よりも増えると

思うんですよね、かなり。本来は午後から始まった学童が午前中になるということで、

やはりそれなりの学童保育の方、人件費等で負担が増えるんじゃないかと思うんですけ

ども、この補正には当然補正が出された時期が時期ですので上がってないと思うんです

けども、今後はどのようになるのか。最終的な精算を行うと思うんですけれども、それ

がこれだけ減額補正をかけていて財源が賄えるのか。そこの点お伺いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

委員が言われますように、このコロナウィルスが発生する前の補正で組ませていただ

いております。そして今回、午前中から開所をするということで長期休暇支援加算とい

うのが新たに発生をしてくる見込みとなっております。ただ、少し余裕を持った形で減

額をさせていただいたっていうところと、実際私達も利用者が増えたりとか、そういう

ことを心配をしてたわけなんですけれども、実際に登録をしていた数に対しまして３月

２日以降の利用者数っていうのが減っております。増えるんじゃないかなと思ってたん

ですけども、実際４９４人登録をされた中の３月２日以降の利用希望された方が３１７

名で、利用率が６４％と、長与町の場合には低い形で推移をしてるというところで、減

額をした状態でも、その予算の範囲内で何とか大丈夫ということで見込んでおります。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

今のところの下の扶助費の児童手当の減額ですけど、これ対象者が減ったのかなと。

ちょっと減額が大きかったので。訳だけ教えてください。 

○委員長（河野龍二委員） 

村田課長。 

○こども政策課長（村田ゆかり君） 

児童手当につきましても子どもの数が非常に減ってるというところで減額になってお

ります。ひと月当たり１万５,０００円の支払いをしてますゼロ歳、１歳、２歳のとこ

ろが３学年で４０人ほど減少しております。そして３歳以上から中学生まで１２学年分

になりますけども、そこが約７５人ぐらい減っているというところで、合計をしますと

１,６２０万の減額ということになっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで住民福祉部の質疑を終了いたします。お疲れさまでした。 



暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。ただいまより健康保険部健康保険課所管

についての質疑を行います。提案理由の説明を求めます。 

志田課長。 

○健康保険課長（志田純子君） 

それでは健康保険課所管分につきまして、長与町一般会計補正予算（第４号）に関す

る説明書により御説明いたします。よろしくお願いいたします。それでは初めに歳入に

つきまして説明書の８、９ページをお開きください。１３款１項１目民生費国庫負担金

１節社会福祉費負担金は、国民健康保険基盤安定負担金の額が確定しましたので５５３

万８,０００円を増額計上しております。同じく１３款２項２目民生費国庫補助金３節

老人福祉費補助金は、老人保健事業推進費等補助金（原爆分）の額が確定しましたので

１９万９,０００円を増額計上しております。次に１４款１項１目民生費県負担金１節

社会福祉費負担金は、国民健康保険基盤安定負担金及び後期高齢者医療保険基盤安定負

担金の額が確定しましたので９２４万４,０００円を増額計上しております。次に１４、

１５ページをお開きください。１９款４項１目１節後期高齢者医療受託事業収入は、後

期高齢者医療健康診査の受診者見込みの増加により１０３万４,０００円を増額計上し

ております。１９款５項１目１節雑入のうち、後期高齢者医療制度特別対策補助金５５

万８,０００円及び後期高齢者医療保険料収納対策補助金２４万２,０００円が健康保険

課所管分で、それぞれの交付額決定により増額計上しております。 

次に歳出につきまして御説明いたします。２８、２９ページをお開きください。３款

１項５目国民健康保険費２８節繰出金は、国民健康保険特別会計繰出金のうち、保険基

盤安定繰入金及び財政安定化支援事業繰入金の額の確定と事務費等繰入金及び出産育児

一時金繰入金の額の見込みにより、１,２０８万４,０００円を増額計上しております。

同じく３款３項３目後期高齢者医療費１３節委託料は後期高齢者医療健康診査の受診見

込数の増加により９５万円を増額計上しております。同じく１９節負担金、補助金及び

交付金は、後期高齢者医療療養給付費負担金の額の確定により３,１４２万９,０００円

を減額計上しております。同じく２８節繰出金は保険基盤安定繰入金の額の確定により

２９４万８,０００円を減額計上しております。 

以上が今回の補正の内容でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

これから質疑を行います。歳入歳出いずれでも結構です。質疑はありませんか。 

金子委員。 

○委員（金子恵委員） 

参考で質問させていただきますが２９ページ長与町国民健康保険特別会計繰出金。こ



の繰出金の推移というのはここ数年どのようになってるんですか。大体同額で推移して

いるのか、それとも年度によっていろんな条件で差があるのか。その辺りお願いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

松田係長。 

○係長（松田祐貴君） 

繰出金の額につきましては、被保険者数の増減によって変動はあるんですけれども、

制度そのものについては近年変更がないので、ほぼ同じぐらいの推移をしています。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかにありませんか。 

質疑をしたいので、委員長を交代します。 

○委員（金子恵委員） 

質疑はありませんか。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

私も２９ページの３款３項３目後期高齢者医療費のところで伺いますけども、先日、

後期高齢者の連合議会が開かれたようで、その中で保険料の引き上げも検討されてたよ

うです。そうすると全体医療費がだんだん厳しくなってきてるのかなというふうな思い

があるんですけども、一方で、年度でしているからかもしれませんが、こうした減額の

負担金が出てるという意味では、どのように捉えたらいいのかなと。全体としては医療

費が高騰して保険料の引き上げも検討しなければならないという中で、医療費の給付費

負担金が減額されるというのは、どのように捉えたらいいのかっていうのを考えがあれ

ば教えていただきたいと思います。 

○委員（金子恵委員） 

松田係長。 

○係長（松田祐貴君） 

後期高齢者医療療養給付費負担金については、医療費に連動するものになりますので、

長期的には後期高齢者医療の被保険者数の増加によって、年々上がっていくものという

ことになります。ただ、当年度の支出額につきましては、当初の見込み額に対して増減

があった場合に補正というふうになります。それと負担金の額の確定が当年度でなくて

翌年度に額が確定しますので、額の精算によって前年度分が増減しますので、ここは増

額になる場合と減額になる場合があるということになります。 

○委員（金子恵委員） 

委員長を交代します。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで健康保険部の質疑を終わります。お疲れさまでした。 



場内の時計で１３時１５分まで休憩します。 

（休憩 １１時４３分～１３時１２分） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

引き続き議案第１２号の件を議題とします。ただいまより教育委員会所管の質疑を行

います。本案について、まずは教育総務課からの提案理由の説明を求めます。 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

それでは、教育総務課所管分の補正予算につきまして説明させていただきます。長与

町一般会計補正予算（第４号）に関する説明書の８ページ、９ページをお開きください。

歳入でございます。１３款２項５目教育費国庫補助金１節小学校費補助金でございます。

児童生徒１人１台の端末を整備し、高速大容量の通信ネットワークの環境を構築するた

めに、国の令和元年度補正予算において新たに創設されました補助金で、今回小学校５

校とその次の中学校費補助金を使いまして中学校３校分の校内ＬＡＮ整備工事を行うも

のです。どちらも事業費の２分の１の補助金と事務費を計上しております。１０、１１

ページをお開きください。１４款３項７目教育費委託金２節中学校費委託金と３節小学

校費委託金につきましては、昨年度より長崎県教育委員会が国の委託を受けて行ってい

る統合型校務支援システム導入実証研究事業で、今年度１月より５つの小学校でも導入

を行い、町内８校でのシステム導入が整い教職員の方々の働き方改革に資するシステム

の効果的な運用の実証研究を行っております。１２、１３ページをお開きください。１

５款１項２目利子及び配当金１節利子及び配当金の教育振興基金運用収入でございます。

教育振興基金の預金利息を増額しております。１６款１項６目教育費寄附金１節小学校

費寄附金で、子ども達に役立てて欲しいということで３００万円の寄附をいただきまし

たので、洗切小学校校舎屋上防水工事へ充当しております。また、平和活動へ役立てて

欲しいということで５,０００円の寄附をいただきましたので、こちらは平和祈念事業

補助金の方に充当をしております。次の２節中学校寄附金でございます。教育部門へ役

立てて欲しいということで５万円の寄附をいただいておりますので、校舎の修繕等へ充

当しております。１４、１５ページをお開きください。１９款５項１目雑入１節雑入の

学校給食廃食用油売払収入ですが、こちらも１缶当たり８０円で、学期ごとの売上分を

計上しております。１６、１７ページをお開きください。２０款１項５目教育債１節小

学校施設整備事業債でございます。これは小学校情報通信ネットワーク環境施設整備事

業費から国費を差し引いた残りの事業費の１００％を補正予算債により借り入れを予定

しております。その他の６０％が普通交付税の基準財政需要額に算入されることになっ

ております。また、洗切小学校の校舎屋上防水工事の事業費が確定したことに伴い４７

２万円の減額も行っております。その下の２節中学校施設整備事業債でございます。こ

ちらも公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業費から国費を差し引いた残りの



事業費の１００％を補正予算債により借り入れる予定としております。そのうちの６

０％が普通交付税の基準財政需要額に算入されることとなっております。 

歳出でございます。３６、３７ページをお開きください。１０款１項２目事務局費１

９節負担金、補助及び交付金のうち各種大会参加補助金でございます。これは中総体の

県大会以上の大会に出場するときの補助金で、額の確定により１７０万円を減額してお

ります。１０款１項３目教育振興基金２５節積立金のうち教育振興基金積立金でござい

ます。一般会計の余剰金５,０００万円と預金利子分を積み立てております。１０款２

項１目小学校管理費１１節需用費の消耗品費でございます。歳入でも説明しました情報

通信ネットワーク環境施設整備工事費に伴う事務費を計上しております。１３節委託料

につきましては情報通信ネットワーク環境施設整備の設計費と監理費を計上いたしてお

ります。電算機器保守委託料でございますが、電算機器をリースから買い取りに変更し

たことに伴い保守契約の内容を見直したことに伴う減額でございます。１４節使用料及

び賃借料のソフトウェア使用料でございます。小学校５校に１月より校務支援システム

が稼働したことに伴い利用しなくなったソフトの減額分でございます。１５節工事請負

費につきましては情報通信ネットワークの整備工事費でございます。こちらは小学校５

校分の工事費となっておりますが、まだ詳細設計が終わっておりませんので概算での計

上となっております。３８、３９ページをお開きください。１０款２項１目小学校管理

費１８節備品購入費の一般備品購入費でございます。ＩＣＴ関連機器購入に伴う入札減

に伴い減額をしております。１０款３項１目中学校管理費１１節需用費の消耗品費でご

ざいます。中学校３校における情報通信ネットワーク整備工事に伴う事務費を計上して

おります。１３節委託料の設計監理委託料でございます。３中学校の校内通信ネットワ

ーク環境施設整備工事に係る設計委託料と監理委託料を計上しております。次の電算機

器保守委託料でございますが、こちらも電算機器をリースから買い取りに変更したこと

に伴い保守契約の見直しを行っておりますので、それに伴う減額でございます。次の１

４節使用料及び賃借料のソフトウェア使用料でございます。こちらも小学校と同様、こ

ちらは４月から校務支援システムが稼働しており、それに伴い利用しなくなったソフト

の減額分を計上しております。次の工事請負費の情報通信ネットワーク整備工事費でご

ざいます。こちらが中学校３校分の校内ＬＡＮ整備の事業費でございます。こちらも詳

細設計が済んでおりませんので概算での工事費を計上いたしております。１８節備品購

入費の一般備品購入費でございます。こちらもＩＣＴ関連機器購入に伴う入札減に伴っ

た減額をしております。１９節負担金、補助及び交付金でございます。中学校の課外ク

ラブの充実振興を図る目的と指導者助成のための補助金でございますが、額の確定に伴

う減額を行っております。４０、４１ページをお開きください。１０款７項３目学校給

食費１５節工事請負費の空調設備設置工事費でございます。空調に係る工事費の確定に

伴い減額をしております。以上で説明を終わらせていただきます。 

一般会計補正予算（第４号）の６ページをお開きください。繰越明許費を計上してお



ります。小学校と中学校の情報通信ネットワーク環境施設整備事業で、事務費、工事費、

設計監理費の分の総額を計上いたしております。８ページをお開きください。地方債補

正の小学校施設整備事業でございます。こちらも先程の情報通信ネットワークに係る地

方債の分を７,４３０万までの限度額で計上をさせていただいております。次のページ

の記載の追加ですけれども、中学校の情報通信ネットワークの地方債の限度額を２,９

８０万ということで計上しております。よろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

それでは続きまして、生涯学習課所管の説明を求めます。 

青田課長。 

○生涯学習課長（青田浩二君） 

令和元年度長与町一般会計補正予算（第４号）生涯学習課所管分について御説明申し

上げます。歳入より御説明いたします。説明書の１０、１１ページをお願いします。１

４款県支出金３項委託金７目教育費委託金１節社会教育費委託金になります。有害図書

立入調査の実績により１万円増額しております。１２、１３ページをお願いします。１

５款財産収入１項財産運用収入２目利子及び配当金１節利子及び配当金になります。５

行目２１世紀ふれあい基金運用収入を７,０００円増額しております。これは預金利息

の確定によるものです。１４、１５ページをお願いします。１９款諸収入５項雑入１目

雑入１節雑入の一般コミュニティ助成金につきましては、ペーロン保存会がペーロン船

を購入する際の自治総合センターからの助成金で実績により３０万円減額しております。

６行目のスポーツ振興くじ助成金をお願いします。こちらは運動公園広場の改修におい

て助成の申請を行っておりましたが、不採択となったために減額するものです。以上で

歳入の説明を終わらせていただきます。 

続きまして歳出になります。３０、３１ページをお願いします。５款労働費１項労働

諸費１目勤労青少年ホーム管理費と２目働く婦人の家管理費になります。施設の館長に

つきましては再任用職員と嘱託職員が混在しておりますが、再任用職員の人件費につき

ましては総務課予算であり、嘱託職員の人件費につきましては所管課の予算になります。

施設の館長は、予算編成の時点では、どの施設に再任用職員か嘱託職員かが配置される

のか分かりませんので、生涯学習課が所管しております全施設で館長分の人件費を計上

しております。勤労青少年ホームと働く婦人の家の館長は再任用職員でしたので、１節

報酬の館長報酬、４節共済費の社会保険料、９節旅費の費用弁償を減額しております。

３２、３３ページをお願いします。６款農林水産業費１項農業費６目多目的研修集会施

設管理費も館長は再任用職員でしたので、１節報酬の館長報酬、４節共済費の社会保険

料、９節旅費の費用弁償を減額しております。３８、３９ページをお願いします。１０

款教育費６項社会教育費１目社会教育総務費７節賃金でございます。これは育児休業等

代替職員賃金と通勤手当を計上しておりましたが、４月の人事異動により不用となりま

したので減額しております。２５節積立金は２１世紀ふれあい基金運用収入で受け入れ



た預金利息を基金へ積み立てるものでございます。２目公民館費につきましても、長与

公民館と上長与公民館の２館の館長が再任用職員でしたので、１節報酬の館長報酬、４

節共済費の社会保険料、９節旅費の費用弁償を減額しております。５目文化施設管理費

につきましても、文化ホールの館長が再任用職員でしたので、１節報酬の館長報酬、４

節共済費の社会保険料、９節旅費の費用弁償を減額しております。４０、４１ページを

お願いします。１２節役務費の動産総合保険料になります。こちらは町民文化ホールに

展示しております長与三彩の茶壷と香炉に掛ける保険になります。他市町施設の動産総

合保険を確認したところ、所蔵物の盗難や破損した場合でも、その所蔵物そのものは戻

りませんので保険は掛けていないということでした。それに倣い今年度から保険を掛け

ておりませんので、その分を減額しております。７項保健体育費１目保健体育総務費を

お願いします。１９節負担金、補助及び交付金になります。こちらは歳入で御説明いた

しましたが、ペーロン保存会への補助金を実績により減額しております。２目体育施設

管理費をお願いします。総合公園の施設長につきましても再任用職員でしたので、１節

報酬の施設長報酬、４節共済費の社会保険料、９節旅費の費用弁償を減額しております。

７節賃金につきましては、町民プールを台風等で休園した分を実績により減額しており

ます。１３節委託料、１５節工事請負費につきましては、宝くじ振興助成金が不採択と

なったために実施しておりませんので減額しております。以上で生涯学習課所管分の説

明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

ただいまから質疑を行います。まずは教育総務課での議案書６ページと８ページ、説

明書については、歳入、歳出同時に質疑を受けたいと思います。質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

先程、情報通信回線の費用を織り込んでおられるんですけども、これは当然ながら第

５世代の通信ということで、それを織り込んだ上での費用だと思ってるんですけども、

その辺りどうですか。それと、それに伴うパソコンも必要になってくるわけですよね。

その辺りはどういうふうになってるのか。その２点をお伺いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

金﨑理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

まず、この２つを順序ではなくて一括でお答えをさせていただいてよろしいでしょう

か。文部科学省の方で令和５年までに１人１台のパソコンを実現するというふうな構想

が上がっております。これを実現するためには、今の通信の環境ではストップをしてし

まいますので、大容量の通信ネットワークが必要ということで補正に上がっている状況

でございます。まだ第５世代、いわゆる５Ｇにつきましては、それがあっておりません

ので、視野の中には入れておりますが、現在文部科学省としては、全てのパソコンが動



くような環境ということでのネットワークを考えておりまして、その分が補助の対象と

いうふうになるかというふうに思っております。 

○委員長（河野龍二委員） 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

ということは、つまり今の第４世代で一応対応と。第５世代はまだ全然考えてないと

いうことですね。今回の費用は。 

○委員長（河野龍二委員） 

金﨑理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

第５世代を全く想定してないということではありませんが、実際の機器が第５世代で

はありませんので、第５世代が来てもある程度動くような容量をカバーしようというと

ころまで来てるかというふうに思っております。 

○委員長（河野龍二委員） 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

１０款３項１目１４節の３２万、１０款３項１目１３節の７８万とそれの下の備品購

入費１８節の減額２,３００万と１つ前の１０款２項１目１４節のソフトウェア使用料、

利用しなくなったということで４５万。これ全部合わせればかなりの金額になるんです

けど、理由があってのことでしょうから、何のソフトを使用しなくなったのか。それと

もう１つ、これ同じソフトウェアの使用に伴う残債の一括処理なのか。また１０の３の

１の１８か。３９ページのこれも金額が大きいので、これ関連しているものなのか、こ

の減額は。そこを教えてください。 

○委員長（河野龍二委員） 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

今回のソフトウェアの減額というのが統合型校務支援システムの導入によって、今ま

ではパソコン警備隊っていうものを使って出退勤を取っていたんですけれども、それが

統合型校務支援システムの導入によって、そちらの方で出退勤の管理ができるようにな

りましたので、その分につきましては減額をさせていただいております。これがソフト

ウェアの減額の主なものになります。保守委託料なんですけれども、こちらは元々ソフ

トウェアをリースしていたものを購入に替えましたので、保守契約を結ばないといけな

かった、新たにですね。その保守を結ぶときに内容をかなり業者と精査を行いまして、

予算よりも少ない金額での保守の契約ができましたので、その分を減額させていただき

ました。一般備品購入費につきましては、今回中学校では普通教室用のパソコンと学校

の先生が使ってるパソコン。それとパソコン教室のパソコン、合わせて２９０台を購入



させていただいております。その分の入札の結果、額が落ちたっていうことで２,３０

０万円落とさせていただいております。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○議員（浦川圭一議員） 

繰越明許費のネットワーク環境整備事業、小中学校の。そもそも年度内で完成を目指

しておったと思うんですが、今回繰り越しに至った理由、そこをちょっとお願いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

今回の情報通信ネットワーク環境施設整備事業につきましては、国が令和元年度の補

正予算で計上しております。その関係で令和元年度の補正予算の分で申請しております。

その関係で今回、繰越明許という手続きを取らせていただくことになっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

１０ページ、１１ページの県支出金の１４款３項７目の統合型校務支援システム導入

実証研究委託金の中学校と小学校について教えていただきたいんですけれども、先程の

御説明だと中学校３校、小学校５校全部に導入されているということでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

はい。現在は全ての学校に導入をしております。４月から導入が中学校３校分です。

今年の１月から導入が小学校５校分になりますので、そのシステム利用料が小学校の方

が期間が短いということで、補助金も少ない金額になっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員） 

平成３０年１２月、一昨年の教育委員会の議事録を読ませていただいたんですが、こ

のときには翌年の１月から長与中学校に試験的に導入、翌年っていうと去年ですよね、

２０１９年。そのあとに、２０２０年度に小中学校８校でと書いてありますが、それが

早まったということでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 



最初の計画はそういう計画だったんですけれども、予定が早まりまして、今時点では

８校全ての学校で導入が済んでおります。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

議事録の中では、県の事業委託でやるので町の負担は掛かりませんということで、た

だ再来年度から町で予算を確保する必要があると書いてあって、この再来年度っていう

のが令和２年度になると思うんですけれども、これはこのとおりなんでしょうか。つま

り今までのところは県の支出金でやって、令和２年度からは町で予算が掛かるというこ

とでよろしいんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

最初に県の方からこの校務支援の実証実験の話があったときは、システムの導入費用、

それとシステムを導入するのに係る諸費用につきましては、こちらの補助金の方から出

るという話だったんですけれども、今年度システムの利用料につきましては、もう補助

金ではなくって、それぞれの市町の方で支出をしてくださいっていう話が来ましたので、

今年度からはシステムの利用料につきましては町の方で負担をしているという状況です。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

そうすると小学校の方はまだ導入したばっかりということだと思うんですけれども、

中学校の方は約１年導入してきて、まだ丸１年経ってないので分からなければ結構なん

ですけれども、校務支援システムっていうのは効率化とかによって労働時間の削減をし

たり、他市町との情報共有などが目的とありましたけれども、実際、労働時間の削減で

すとか、今現在、現状で何か効果が上がっているというか、何か導入して変わったこと

とかがあればお聞かせいただいていいでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

金﨑理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

効果について御報告いたします。まず１点は勤務時間の縮減ですが、導入の実験がご

ざいまして、他形式という第三者が横にいて時間を計測するという方法と、自形式、自

分で時間を計って計測するという、幾つかの学校でそれをやっております。その結果、

概数で言いますと校務が３０分程度縮減ができたというふうな報告が来ております。た

だし、これは従来あったものがそのまま縮減されただけではなくて、それ以外にまた負

荷が掛かってるところもありますので、トータルで比較をすると３０分程度縮減という



ふうなことです。あと連絡等につきまして、これまで電話で連絡をするような内容がご

ざいましたが、それが全てメールが通じましたので一括で教職員に出すことができます。

こういったところはかなりな縮減の効果だというふうに思っております。また出欠につ

きましては、子ども達の出欠について教育委員会の方で全ての学校の出欠状況が見れる

ようにしておりますので、例えば不登校とか、不登校傾向の子ども達の状況について学

校に直接尋ねなくても、その児童や生徒が本日休んでるかどうかを教育委員会の方で見

れるようになりました。その点も連絡という時間の縮減に当たると思います。さらに出

欠の報告というのも教育委員会では月１回求めてますが、この報告も教育委員会の方で

全て管理できますので、この報告も縮減をすることができております。またこれからも

そういったところが幾つかやりようによって見込めるかなというふうに考えております。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

今の３０分というのは、１日にですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

金﨑理事。 

○教育委員会理事（金﨑良一君） 

これはひと月です。 

○委員長（河野龍二委員） 

質疑をしたいので委員長を交代します。 

○委員（金子恵委員） 

質疑はありませんか。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

債務負担行為にも係るところで、今後の考え方をちょっとお伺いしたいと思います。

先程から小学校の情報通信ネットワーク環境の施設整備事業、中学校でも同じ事業をす

るということで、相当大掛かりの事業にはなるというふうに金額で８,１００万と５,１

００万ということですけども、この事業の設備に対して、一事業者に限って事業をして

いただくというふうな考えなのか。それとも各校、事業所を分けてそれぞれ発注をしよ

うっていう考えなのか。これは以前テレビの購入でしたか、地元業者を活用してのテレ

ビ購入もありました。エアコンについてもそういう意見がありましたけども、なかなか

難しかった部分もあって幾つかに学校を分けての発注だったと思います。今回はこうし

た事業をするに当たってどういうふうに考えてらっしゃるのか。それともそもそも事業

者が限られてなかなか難しい課題なのか。その辺についてお伺いしたいと思います。 

○委員（金子恵委員） 

宮司課長。 



○教育総務課長（宮司裕子君） 

どういうふうな業者を指名していくかというのにつきましては、十分検討をして工事

の発注金額等も十分に精査して、実際に令和２年度中完成を目標に、どういうふうな発

注をするっていうのは、今から決定をしていきたいというふうに考えております。 

○委員（金子恵委員） 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

そもそもこの工事がどういう工事、当然ケーブルをずっと校舎内に引いていく環境の

問題かなと。あといろんな機器を設置する部分だと思いますんで、可能であれば地元業

者を優先的に活用されるのが良いかなというふうに思うんですよ。そういう意味では地

元業者でもできる仕事の内容なのか、その辺についてお伺いしたいと思います。 

○委員（金子恵委員） 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

工事の発注金額によって指名できる業者っていうのが決まってきますので、それに倣

いまして発注を掛けていきたいというふうに考えております。 

○委員（金子恵委員） 

委員長を交代します。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○委員（西田健委員） 

１０款１項３目教育振興基金５,０００万。具体的にどういうものかっていうのをお

伺いしたいんですけども。 

○委員長（河野龍二委員） 

宮司課長。 

○教育総務課長（宮司裕子君） 

教育振興基金というのは、例えば校舎を建て替えをするときの金額の一部をそちらの

方から繰り入れをしたりとか、あと今、図書館の方の図書購入に充てる部分のお金をこ

ちらの方から一般会計の方に繰り入れたりとか、そういう教育に関するお金の部分を積

み立てておいて、何かあったときに対応するっていう基金となっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。戻っても構いませんけど、次に生涯学習課についての質

疑もしていきたいと思います。これも歳入歳出構いませんので、質疑を受け付けたいと

思います。質疑はありませんか。 

金子委員。 



○委員（金子恵委員） 

コミュニティの不採択ということで減額がなされておりましたけれども、その内容的

なもの、内容によってはこういうふうな不採択というのが結構あるのか。その辺りまで

お願いしたいと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

金子委員、もう一度質問をお願いします。 

○委員（金子恵委員） 

歳入の方でいくと１４、１５ページでスポーツ振興くじ助成金。運動公園の不採択と

いうことで減額がなされておりますけれども、この工事ってもう多分始まってるんじゃ

ないかなと思うんですが、詳しくお聞かせ願えればと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

青田課長。 

○生涯学習課長（青田浩二君） 

運動施設の新規の整備については補助が出るということだったんですけれども、運動

公園広場の方が改修になってますので、そちらの方が不採択になっております。それと

こちらの方は工事をまだやってなくて、来年度予算に計上しております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで教育委員会の質疑を終了します。お疲れさまでした。 

場内の時計で１４時１０分まで休憩いたします。 

（休憩 １３時５９分～１４時０７分） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

議案第１２号の件を議題とします。本案について、ただいまより建設産業部の質疑を

行います。まずは建設産業部産業振興課についての説明を求めます。 

川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

皆さんこんにちは。それでは議案第１２号令和元年度長与町一般会計補正予算（第４

号）産業振興課所管分につきまして説明をいたします。最初に予算書の６ページをお開

きください。第２表繰越明許費でございます。３行目になります。６款農林水産業費１

項農業費、農村地域防災減災事業の１３０万円でございます。こちらにつきましては、

町内７か所にあります防災重点ため池のうち、古角ため池と丸尾ため池の浸水想定区域

図の作成業務につきまして、国の令和元年度補正予算の方が２月に可決いたしましたこ

とに伴いまして、本年度前倒しでの予算の内示が国よりあっております。これによりま

して、こちらの方を繰越明許費の方に上げさせていただいてるところになります。 

それでは次に補正予算に関する説明書により説明をいたします。歳入からまいります。



１０、１１ページをお開きください。１４款県支出金２項県補助金４目農林水産業費県

補助金１節農業費補助金、１行目の中山間地域等直接支払市町村推進事業補助金につき

まして３０万５,０００円の減額補正でございます。中山間支払いに係る事務費につき

まして、県からの割り当て内示が１３万５,０００円とありましたので、当初予算計上

しておりました４４万円より内示額を差し引いた３０万５,０００円を減額補正として

おります。次の行、農村地域防災減災事業補助金９０万円につきましては、繰越明許費

にて御説明を差し上げました防災重点ため池であります古角ため池、丸尾ため池の浸水

想定区域図作成業務委託に係る県の補助金となっております。令和２年度にて県の方に

事業計画を提出しておりましたが、国の補正予算がついたことによりまして令和元年度

に前倒しで補正をお願いしております。次に中程になります。１４款県支出金３項委託

金３目衛生費委託金１節保健衛生費委託金の３行目市町村権限移譲委託金（鳥獣捕獲）

４万８,０００円と４目農林水産業費委託金１節農業費委託金１万４,０００円、５目商

工費委託金１節商工費委託金３,０００円、合計６万５,０００円が産業振興課所管分の

権限移譲委託金の確定に伴う補正となっております。続きまして１４、１５ページをお

開きください。１９款諸収入５項雑入１目１節雑入の上から４行目、長崎県市町村振興

協会地域活性化支援事業助成金の１００万円の減額補正でございます。シーサイドマル

シェ開催に伴います事業につきまして、助成金を市町村振興協会の方に申請をいたして

おりましたが、８月末に市町村振興協会の予算枠がいっぱいになったことに伴いまして

助成が受けられなくなったことにより今回減額の補正をお願いしているものになります。 

次に歳出でございます。３０、３１ページをお開きください。５款労働費１項３目労

働諸費１９節負担金、補助及び交付金７６万４,０００円の減額補正は、高年齢者就業

機会確保事業費補助金の補助確定に伴う減額でございます。次に３２、３３ページをお

開きください。６款農林水産業費１項２目農業総務費の財源組替は、歳入１４款県支出

金３項委託金４目農林水産業費委託金１節農業費委託金の権限移譲分１万４,０００円

を充当したことに伴うものでございます。次の段、６款１項３目農業振興費１３節委託

料、農村地域防災減災事業設計業務委託１３０万円は、繰越明許費と歳入の方で申し上

げました防災重点ため池であります古角ため池と丸尾ため池の浸水想定区域図の策定業

務委託料になっております。次に１９節負担金、補助及び交付金３８０万円の減額につ

きましては、県営事業で行っております岡地区基盤整備事業に係る基本設計の策定に伴

いまして、水源調査において当初事業内容で入っておりました水源のボーリング調査が、

水源の電気探査に留まったことによりまして事業費の減額。また財源につきまして、国

の補助金の活用が可能になったことによりまして、負担割合の変更により長与町の負担

額が減額となったことに伴う減額補正になります。次に同じく３項水産業費１目水産振

興費１９節負担金、補助及び交付金の大村湾漁協施設整備等負担金２９万７,０００円

の減額でございますが、昨年大村湾漁協より令和元年度事業として活魚運搬車両の購入

など４事業につきまして関係市町へ支援の要望がありましたが、関係市町と大村湾漁協



との協議の結果、令和元年度の事業実施がなくなりまして、一部来年度へ事業持ち越し

となりましたので、今年度分の予算につきましては減額とさせていただいております。

続きまして７款商工費１項１目商工振興費１９節負担金、補助及び交付金でございます

が、１行目の信用保証料補給補助金４４５万３,０００円の減額補正でございます。借

り入れに対する信用保証料の実績に伴いまして減額をいたしております。実績といたし

ましては令和元年１２月末の借入実数３０件、借入額６,６６３万円となっております。

次に２行目の小規模企業振興資金利子補給補助金４９万１,０００円と４行目小規模企

業創業支援資金利子補給補助金３０万円は、いずれも借り入れに対する利子補給の実績

に伴います減額となっております。件数は小規模企業振興資金利子補給補助金で１２月

末３０件、創業支援資金の方はゼロ件となっております。次に３行目、商工会商品券発

行事業補助金１４０万円の減額補正につきましては西そのぎ商工会よりとくとく商品券。

プレミアム付商品券の発行につきまして事業終了の申し出がありましたので協議の結果、

今年度よりプレミアム付商品券の発行を終了したことに伴うものでございます。なお、

長与共通商品券につきましては事業を継続しております。以上１９節負担金、補助及び

交付金合計で６６４万４,０００円の減額補正でございます。 

以上が産業振興課所管分でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

続きまして、土木管理課についての説明もお願いします。 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

こんにちは。それでは同じく議案第１２号土木管理課所管分について御説明いたしま

す。まずは予算書の６ページをお開きください。第２表の繰越明許費の４行目、８款土

木費２項道路橋りょう費の安全で快適な地域社会の創造事業１,０００万円になります。

こちらは三彩地区の法面の事業になります。こちらの繰越理由といたしましては、この

事業の交付金の配分割合が少なくて、舗装工事と三彩地区の法面、この２つの両方を施

工するために事業費の調整に時間を要しておりまして、繰り越しを行うものであります。

次にその下になります。通学路要対策箇所の整備による安全な通学路の確保事業４,０

５８万円です。こちらは定林橋側道橋分の繰り越しになります。繰越理由といたしまし

ては、架設工法を張り出し歩道で検討を進めておりましたが、既設橋りょうの配筋図が

不明瞭であることが分かりました。そのため現場での復元測量が必要となったことから、

不測の日数を要したことになります。次に、その下の道路橋長寿命化による安全性の確

保事業３８７万円はその隣の三彩橋の橋りょうになります。繰越理由といたしましては、

測量調査の実施に当たり交通規制をかける必要があります。しかしながら、この三彩橋

が町道と国県道に接続する橋りょうであることから交通量が非常に多く、関係機関との

調整に不測の時間を要したことによります。いずれの案件につきましても県と繰越協議

を行っております。続きまして、８ページ、第４表地方債補正になります。３行目、公



園施設長寿命化事業、限度額の減額になります。６３０万円です。こちらは補助対象事

業費の確定に伴う減額になります。 

続きまして、長与町一般会計補正予算に関する説明書になります。歳入の８、９ペー

ジをお開きください。１３款国庫支出金２項国庫補助金４目土木費国庫補助金１節道路

橋りょう費補助金８８万９,０００円の増額でございます。こちらは道路橋長寿命化に

よる安全性の確保補助金の額の確定に伴う増額であります。同じく２節都市計画費補助

金１,９６５万７,０００円の減額のうち３００万円分が土木管理課所管分となります。

こちらは公園施設長寿命化対策支援事業補助金の確定に伴う減額補正になります。同じ

く４節住宅費補助金１１８万円の減額のうち住宅・建築物アスベスト改修事業補助金が

２５万円の減額、住宅・建築物耐震改修事業補助金が６６万円の減額、子育て応援宣言

住宅支援事業補助金が２７万円の減額、いずれも申請者数の実績に伴うものになります。

続きまして１０、１１ページをお開きください。１４款県支出金２項県補助金６目土木

費県補助金１節住宅費補助金６０万８,０００円の減額のうち長崎県耐震・安心住まい

づくり支援事業補助金が８,０００円の減額、長崎県子育て応援宣言住宅支援事業補助

金が６０万円の減額でございます。こちらも申請者数の実績に伴うものでございます。

同じく３項委託金６目１節土木費委託金１万円。その下の２節港湾費委託金１２万３,

０００円の増額につきましては、県からの権限移譲交付金の額の確定によるものであり

ます。続きまして１４、１５から１６、１７ページになります。２０款町債１項町債２

目土木債２節都市計画事業債３,６１０万円の増額となっておりますが、土木管理課所

管分につきましては、公園施設長寿命化対策支援事業充当債の補助対象事業費の減額に

伴う２７０万円の減でございます。 

続きまして歳出になります。３２、３３ページをお開きください。８款土木費１項土

木管理費１目土木総務費は県からの権限移譲交付金増額に伴う財源の組み替えでござい

ます。３４、３５ページをお開きください。２項道路橋りょう費４目橋りょう維持費も

補助金の確定に伴う財源の組み替えでございます。同じく３項河川費１目河川総務費１

５節工事請負費、減額補正額の４００万円は、池山区画整理出口付近の町道ニュータウ

ン中央線沿いの水路擁壁工事を予定しておりましたが、区画整理事業の進捗具合により

令和２年度に工事を行うことによる減額でございます。同じく４項港湾費１目港湾整備

費１９節負担金、補助及び交付金１５０万円の減額は県工事の事業費減に伴う分でござ

います。同じく５項都市計画費５目公園緑地管理費は補助額の確定に伴う財源の組み替

えでございます。３６、３７ページをお開きください。６項住宅費２目安全・安心住ま

いづくり支援事業費１３節委託料３万円。下段の１９節負担金、補助及び交付金の２１

９万円の減額補正のうち耐震診断補助金１９４万円、アスベスト診断補助金２５万円、

この３件全て申請者数の実績になります。その下段の３目建築費１９節負担金、補助及

び交付金１２０万円の減額は子育て応援宣言住宅支援補助金の実績に伴うものでござい

ます。以上が土木管理課所管でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 



○委員長（河野龍二委員） 

続きまして、都市計画課所管についても説明を求めます。 

山﨑課長。 

○都市計画課長（山﨑禎三君） 

皆様お疲れさまでございます。それでは議案第１２号令和元年度長与町一般会計補正

予算（第４号）の都市計画課所管分につきまして御説明申し上げます。補正予算書の６

ページをお開き願います。第２表繰越明許費でございます。８款５項都市計画費といた

しまして、上から順に都市再生整備計画事後評価業務５００万円、長与町土地区画整理

事業特別会計繰出金１億２００万円、西高田線街路事業１億９４０万３,０００円、道

の尾中央公園整備事業６,３５３万３,０００円の４事業を計上しております。各事業の

主な繰り越しの内容でございます。都市再生整備計画事後評価業務につきましては４番

目の道の尾中央公園整備事業と関連いたしております。本計画の対象事業である道の尾

中央公園整備事業につきましては翌年度へ繰り越しということでございますので、本計

画の事後評価につきましても翌年度へ繰り越すものでございます。続きまして、長与町

土地区画整理事業特別会計繰出金ですが、高田南土地区画整理事業の一括施工に係る事

業費のうち一般会計が繰出金として負担する部分でございます。続きまして、西高田線

街路事業につきましては、事業区間のうち現在施工を進めております高田踏切付近の事

業費となっており、主な内容といたしましては用地購入費及び建物移転補償費となって

おります。最後に、道の尾中央公園整備事業につきましては、施工箇所が隣接する高田

南土地区画整理事業の道路擁壁工事との工程調整により、公園工事の施工に遅れを生じ

ました。翌年度へ繰り越しを行うものでございます。続きまして８ページをお開き願い

ます。第４表地方債補正でございます。１段目の土地区画整理事業、２段目の街路事業

が都市計画課所管分でございます。土地区画整理事業につきましては高田南土地区画整

理事業の事業費へと充当する地方債でございまして、国の補正予算の内示に伴う起債借

入額の増額を行い、補正後の額を１億４,２５０万円とするものでございます。街路事

業につきましては都市計画道路西高田線の事業費へ充当する地方債でございまして、年

度当初における国庫補助金の内示減に伴う起債借入額の減額と、今回の国の補正予算の

内示に伴います増額を行うものでございます。減額増額を合わせましたところでトータ

ルで減額となり、補正後の額を７,６８０万円とするものでございます。 

それでは、歳入歳出予算の補正につきまして補正予算に関する説明書により御説明を

申し上げます。初めに歳入から御説明申し上げます。８、９ページをお開き願います。

１３款国庫支出金２項４目土木費国庫補助金２節都市計画費補助金のうち説明欄の上段

にあります活力創出基盤整備総合交付金１,６６５万７,０００円の減額でございます。

これは歳出の３４、３５ページの８款５項４目街路事業費として都市計画道路西高田線

の事業費に充当する国庫補助金でございまして、年度当初における国庫補助金の内示減

と国の補正予算の内示に伴う増額を行うものでございます。減額増額を合わせたところ



で、トータルで減額となるものでございます。続きまして１２、１３ページをお開き願

います。１６款寄附金１項４目土木費寄附金１節土木管理費寄附金につきましては、町

内の事業所より、まちづくりのためということで御寄附の方をいただいておりますので、

寄附額５万円につきまして増額いたしました。次にページ下段の１７款繰入金１項特別

会計繰入金３目１節土地区画整理事業特別会計繰入金１６５万円の増額でございます。

これは高田南地区の保留地処分金を特別会計から繰り入れるものでございます。続きま

して１４、１５ページをお開き願います。ページ下段の２０款町債１項２目土木債２節

都市計画事業債３,６１０万円の増額でございます。まず説明欄の上段、土地区画整理

事業充当起債５,２００万円の増額につきましては、歳出３４、３５ページの８款５項

２目土地区画整理費として高田南土地区画整理事業の事業費に充当する地方債でござい

まして、予算書の第４表地方債補正でも御説明申し上げました国の補正予算の内示に伴

います起債借入額の増額でございます。また、説明欄の下段、街路事業充当起債１,３

２０万円の減額につきましては、歳出３４、３５ページの８款５項４目街路事業費とし

て都市計画道路西高田線の事業費に充当する地方債でございまして、予算書の第４表地

方債補正でも御説明申し上げましたが、年度当初における国庫補助金の内示減に伴う起

債借入額の減額と国の補正予算の増額を行うもので、減額増額を合わせ、トータルで減

額とするものでございます。以上が都市計画課所管分の歳入予算でございます。 

続きまして歳出でございます。３０、３１ページをお開き願います。中段の４款衛生

費３項下水道費１目下水道処理費１９節負担金、補助及び交付金１,１９１万１,０００

円の増額につきましては、長与町内における長崎市の下水道処理区域で長崎市が施工し

た汚水管布設工事に対する負担金を支払うものでございます。今回の施工箇所は高田南

土地区画整理事業の施工地区内のうち浦上水源地付近の宅地造成箇所となっております。

続きまして３４、３５ページをお開き願います。８款土木費５項都市計画費１目都市計

画総務費１９節負担金、補助及び交付金１,０１８万３,０００円の減額につきましては、

今年度長崎県が実施する都市計画基礎調査の地元負担金につきまして負担金の基礎とな

る県の調査費用が減額となったこと、また、県と町の負担割合につきましても町の負担

割合が減となったことから負担金の減額補正を行うものでございます。続きましてその

下段、２目土地区画整理費２８節繰出金３,３２７万６,０００円の増額でございますが、

これは高田南土地区画整理事業の事業費のうち一般会計の負担分である土地区画整理事

業特別会計繰出金につきまして、国の補正予算の内示による増額や事業の執行見込み額

に応じました予算額の調整を行うものでございます。続きましてその下段、８款５項４

目街路事業費につきましては都市計画道路西高田線に係る事業費でございます。まず１

５節工事請負費５,０００万の減額でございますが、これは年度当初における国庫補助

金の内示減に伴う減額でございます。次に１７節公有財産購入費５１１万４,０００円

の減額及び２２節補償、補填及び賠償金２,１８０万円の増額でございますが、これは

年度当初における国庫補助金の内示減及び国の補正予算による増額を受けまして、事業



の執行状況に応じた予算の調整を行ったものでございます。以上で都市計画課所管分の

説明を終わりたいと思います。御審議のほどよろしくお願いします。 

○委員長（河野龍二委員） 

これから質疑を行います。まずは産業振興課の質疑を行いたいと思います。繰越明許、

歳入、歳出いずれでも結構です。質疑はありませんか。 

内村委員。 

○委員（内村博法委員） 

歳出の３３ページ農業振興費。農村地域防災減災事業設計業務委託ということで１３

０万。以前私も一般質問でこれ取り上げて、７つのため池があるわけですよね、長与町

には。そのうち２つ大きな七葉迫と藤の棟は一応されてるということで、あと５つある

わけです。あと５つの中には山田とか上山田とか古角、火渡、丸尾ってあるわけですね。

今回古角と丸尾ですかね。古角が丸田郷、それから丸尾が岡郷。こういうふうになって

るんですけども、この２つを選ばれたのは何か理由があるんですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

委員の御質問にありました火渡、山田、上山田の３件のため池につきましては、令和

元年度の予算によりまして既に浸水想定区域図を作成しております。あと残りが古角と

丸尾となっておりまして、今回補正というふうにさせていただいております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

これは産業振興課ですけど、ふるさと応援寄附金が、歳入の方は担当課は違うと思う

んですけれども、財政の方からの説明で約４,６００万円の減と、補正で上がってきて

ました。となると、歳出は徴税費でも産業振興課がしてると思うんですけれども、需用

費とか役務費とか委託料で減額補正があるべきじゃないか。然るべき金額、ざっと２,

０００万円弱ぐらいは減額補正になるのかなと私計算したんですけれども、今回上がっ

てきてないようです。この理由を教えてください。 

○委員長（河野龍二委員） 

川内課長。 

○産業振興課長（川内佳代子君） 

支出につきましては、返礼品の配送の年度で支払うような形になっておりまして、昨

年、平成３０年度末に寄附を受け付けましたものにつきまして平成３１年４月、令和元

年度の方で支出をさせていただいておりますので、その分支出額が減額ということには

ならず、今回は減額補正に至っておりません。 



○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。戻っても構いませんけども、次に土木管理課についても

質疑を行いたいと思います。質疑はありませんか。ここについても繰越明許費、地方債

の補正、歳入歳出全般にわたって質問を受け付けたいと思います。質疑はありませんか。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

今回この繰越明許費に限って質問をさせていただいておるんですが、土木管理課の繰

越明許３本、先程繰越理由も少し述べられていたようでございますけども、一番上の三

彩法面については事業費の調整というふうなことだったんですが、定林橋が工法検討に

時間を要したとかという理由だったと思います。３つ目が交通量が多いため協議に時間

を要したとかという理由だったと思います。それで繰り越しの理由になるのかなってい

う感じがしておりますので、改めてもう少し詳しく説明していただけますでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

安全で快適な地域社会事業、こちらの方が当初、交付金申請してた分より５０％以下

の配分率だったんですよ、交付金自体がですね。その時点で早急に事業費の調整をやっ

てれば良かったんですけど、事業費の調整が少し遅れまして、長与中央線の舗装と三彩

法面と２つ計上してて、どうしても事業費の調整を行う上でやってたもので、プラス三

彩法面ですね。こちらも来年度行おうかなと最初は思ってたんですけど、やはり安全性

の問題がありますので少しでも、できるだけでもやろうと思いまして、今回委託という

形で支出を分けて行った次第であります。２つ目の定林橋ですね。こちら前々からいろ

いろ御迷惑掛けてるんですが、とにかく先に進もうという形で考えておりますので、そ

のために何が適正か考えたところ、どうしてもその最初考えてた設計のやり方でやるよ

りは、まず予備の設計を行って、詳細の設計を行って、順番にやった方がいいだろうと、

県とか専門家との協議でですね。そのためどうしても発注が遅れまして、当初は夏過ぎ

に詳細設計を考えたんですが、その発注が遅れたことが主な理由になります。ここにつ

いてもこのまま年度内に予備設計がおしまいになりまして、詳細設計、そのまま工事と

来年度続けて連続で発注したいと思っております。次、道路橋、こちらの方は当初簡単

にいくだろうと思ったんですが、どうしても交通量とか多くて通行止めを最初に行わな

いといけないという形になりまして、いやいやそれはちょっと難しいだろうと、そうい

った部分の時間の調整に掛かって今になっております。これも年度内に行けるんじゃな

いかと思いますけど、ちょっと微妙な時期なもので、一応繰り越しという形で上げさせ

ていただきました。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 



○委員（浦川圭一委員） 

繰り越しのできる理由というのがいろいろありまして、どうもそこら辺と比較をして

もなかなか。この補正予算の中の１つで繰越明許費が今度計上されておるんですが、こ

この承認も含めて今度私達、賛成か反対かの意思表示をせんといかんもんですから。繰

り越しが妥当かどうかというのを判断させてもらうためにお聞きをしてるんですが、こ

の２番目の工法については、工法選定も含めたところの委託だったと思うんですよね。

そこに時間が掛かった。あとの方で発注が遅れたと。発注が遅れたというような理由は

繰り越しの理由にないわけですよね。何らかの理由があって発注が遅れとるわけでしょ

うから、そこら辺の理由を聞かせていただいて私達が判断をする。あと最後の実際協議

に入ったら通行止めとかというような話も出てきて協議が長引いたんだというようなこ

となんですが、工事じゃないですよね、委託ですよね。委託で交通止めなんか、実際委

託を仕上げるために。のちのち実際工事をするときには通行止めとかという話になるん

でしょうけど、委託の中でそういうものを想定するだけで通行止めとか考えた部分が繰

り越しの理由として考えられるのかなと思ったんですが、どうなんでしょうか。一番上

はこれもよく分かりませんけども、２点目、３点目で分かる範囲で答えていただいてよ

ろしいでしょうか。通常繰り越しの理由っていうのは御存じですよね。例えば天候だと

か、何とかいろいろありますけども、どうもそこら辺と合わんもんですから、果たして

繰り越し認めていいのかなっていうのがあるもんですから。例えばさっきの農林の方の

こういった部分は話を聞いとけば大体理解できるんですよ。国の補助が２月頃来て、今

からとっかかるんで当然年度越えてやりますよという話なんで、これは理解できるんで

すけど、この管理課分はもう当初から予算はついてるわけですよね。それがこういうふ

うに遅れとるもんですから、よっぽどの理由がやっぱりないと、なかなかこう考えられ

んなというものがあるもんですから、是非あれば何か、なければただもう発注が遅れま

したぐらいで聞いておきますけど。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

これはもう私どもの不徳の致すところでありますが、実際のところ繰り越しの理由と

して上げてる分につきましては、国との協議につきましては、今ここでお話ししてる分

とは多少ちょっと違う部分はあります。今、皆様の方にお示ししてる分につきましては

実際の理由を述べております。もちろん国の補助金とかにつきましては、決まったこと

しかできませんので、そちらの分は嘘をついてるわけでありませんが、現実論と表向き

の言葉という形でお話をしております。 

○委員長（河野龍二委員） 

日名子部長。 

○建設産業部長（日名子達也君） 



２段目の通学路要対策箇所の整備による安全な通学路の確保事業４,０５８万につき

ましては定林橋の設計費用でございます。今回、予備設計と詳細設計、設計は２つする

ということで前回もお示しをしたと思っております。予備設計につきましては、なるべ

く元年度内に終わらせたいというふうに考えてるところでございますが、詳細設計の方

はどうしてもそれが終わらないと詳細設計はできませんので、それにつきましては令和

２年度に発注を掛けたいというふうに考えております。そもそもこの詳細設計じゃなく

て予備設計をどうしてもっと早くできなかったかということでございますが、これにつ

きましては先程課長が申し上げましたとおり、長与川の右側と左側と橋を架けないとい

けないですけど、長与川の右岸側、要は町道側、歩道がある方ですね。こちらの方は歩

道があるので工事はしやすいんですけども、あちらの左岸側、県道側の方は歩道がなく

て、なかなか工事がしにくいということで大変この工法について検討をしたところで、

不測の時間を要したということでございます。したがいまして予備設計を出すまでに時

間が掛かったということで詳細設計の方も遅れたということでございます。続きまして、

道路橋長寿命化による安全性の確保事業３８７万円、これも三彩橋の設計でございます。

先程課長の方は交通量ということで話をしましたが、要は車を止めないで工事ができる

んじゃないかということで考えておりましたが、どうしても車を止めないといかんとい

うことで、その辺の協議もあって、また工事時期が三彩橋と定林橋というのが次の橋と

いうことで、同じ通行止め、定林橋も止めて三彩橋を止めるというのはなかなか難しい

ところがございまして、そこら辺で設計に通行止めと関係ないんですけども、工法等々

も他にないかと考えたところで、発注までに時間を要したということでございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

あまりよく分からないんですけども、発注までに時間を要したということですか。今

発注しとる業者ができないということですかね。なかなか進まないということで、工法

検討とかが。そういうことじゃないんですよね。要は発注までに時間が掛かったと。そ

ういうことで遅れて繰り越したんだということですよね。恐らくこういうので国の補助

辺り 32320 は認めんと思うんですが、先程言われた国の事業認可の方の繰り越しの承認

というのは、どういう理由を上げられとるんですか。恐らくそんな数はないと思うんで

すよ。どういう繰り越しの理由を上げられてるのか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

三彩橋につきましては、計画に関する諸条件、交通規制期間という形でしております。

繰越理由の内容としましては、測量調査の実施に当たり交通規制をかける必要があるが、

三彩橋は町道と国県道が接続する橋りょうであるため交通量が多く、また付近には商業



施設があることから地元及び関係機関との調整に不測の日数を要したという形で、国の

方の繰越申請の方は上げております。定林橋も架設工法を張り出し歩道で検討を進めて

おり、測量設計業務を７月に発注したが、既設橋りょうの配筋図が不明瞭であることが

分かり、現場での復元測量が必要となったことから不測の日数を要した、です。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。では、戻っても構いません。都市計画課の質疑も行いた

いと思います。繰越明許、地方債の補正、歳入、歳出について。 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

都市計画についても同様に一番上は公園の事業に関連するということで結構ですが、

特別会計繰出金も高田南の都合なんでしょうけども分かりました。西高田線の街路事業

で先程少し説明されたのが用地購入費と建物移転費ですかね。こういったものがこの金

額の内容であるというようなことで言われたんですが、内容はそうなんでしょうけど、

繰り越しの理由ですね。交渉がなかなか難航したとかという理由なのかなとは思っては

おるんですが、そこの理由と、あと道の尾公園のこの整備事業が今年予算を組まれてい

たようですが、ここが繰り越しに至った経緯辺りを詳しく説明をしていただけますか。 

○委員長（河野龍二委員） 

山﨑課長。 

○都市計画課長（山﨑禎三君） 

委員おっしゃるとおり用地の補償、移転契約につきまして、当初より踏切付近につき

まして用地交渉を行っておりました。補償金額や移転先確保につきましても随時調整を

しながら合意に向けて進めておったところではございますが、なかなかいろんな思いが

ございまして、折り合いがつかず交渉が難航したっていうのが大きいところかなという

ふうに思っております。続きまして、道の尾中央公園につきましては、隣接する道路築

造工事を高田南土地区画整理事業の方で施工をされております。そちらにつきまして、

トンネルの上の公園を整備しておるんですが、そちらの南側の街区が区画整理内で一番

標高が高い所になるんですが、そちらを造る前さばきとして、外周の街路、道路を作る、

道路擁壁を設置するというふうなことで進められておったんですが、掘削、床堀等を行

ったところ地質が大変悪く、所定の地耐力が確保できませんでした。ということで、そ

の地盤改良の検討から施工につきまして不測の日数を要したということで、こちらの公

園工事の方が工期的に引っ張られるというようなことでございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

西高田線については大体分かりましたけど、この高田南の隣接する道路、これはもう

区画整理今年から一括発注ですよね。そこの部分は今年発注してたんですか。今この道



路が実際床堀りしたら地盤が良くなかったというのは、高田南事業所が発注してる元年

度事業の工事ですか。どうなんですか。それも併せて繰り越しがされてるのかどうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

山﨑課長。 

○都市計画課長（山﨑禎三君） 

この擁壁工事につきましては、令和元年度事業で施工されておりまして、こちらの工

事につきましては、現年度内で終了するというようなことでございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

そこの竣工を待って、町が発注した公園整備事業に入っていくという考えなんですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

山﨑課長。 

○都市計画課長（山﨑禎三君） 

こちらの擁壁工事に影響が無い範囲は当然施工しております。ただ、どうしても入れ

ない所が調整の中でできておりますので、そちらの分につきましては、あちらの工事が

終わってから速やかに建設工事の方を進めたいというふうなことで調整をしております。 

○委員長（河野龍二委員） 

浦川委員。 

○委員（浦川圭一委員） 

確認ですけど、そしたらそれは本年度中に終わるので、こっちの公園の工事の方はも

うその後すぐ掛かれますよというような状況になるんですか。 

○委員長（河野龍二委員） 

山﨑課長。 

○都市計画課長（山﨑禎三君） 

そのようにお聞きしております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

土木管理課の方に戻るんですけれども、３６、３７ページの８款６項２目耐震診断補

助金が元々の既定額に対してほとんど減額になってるんですが、利用者が少なかったと

いうことだと思うんですが、確か２９年度の決算で２件で１９４万円利用があったと思

うんですけれども、今回利用されなかった理由というか、何か特別にあるんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

濱中係長。 



○係長（濱中章君） 

今回、耐震関係の補助を執行しなかった理由といたしましては、申請者の方が耐震診

断をした結果、大規模な改修工事の必要がないという旨を建築士の方から助言をいただ

いたということで、全部自費で行うということを聞いております。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

分かりました。そしたらその下の子育て応援宣言住宅支援補助金なんですけれども、

１件の上限が４０万円の事業だと思うんですけれども、元々の既定額が３２０万円とい

うことは最大で８件を想定していると思うんですけれども、それに対して２００万円と

いうことは５件だったということでよろしいんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

こちら当初は５件を想定しております。そのうち２件の申請があっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

来年度も２２０万予算が計上されてたと思うんですが、今回２件しか申請がなかった

ということで、申請の要件等が変わるわけではなくて、そのまま引き続きでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

中尾課長。 

○土木管理課長（中尾盛雄君） 

来年度につきましても今年度と同等の要件となっております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで建設産業部の質疑を終了いたします。お疲れさまでした。 

場内の時計で１５時１５分まで休憩いたします。 

（休憩 １５時０５分～１５時１５分） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

議案第１２号を議題とします。本案について議会事務局の提案理由の説明を求めます。 

谷本局長。 

○議会事務局長（谷本圭介君） 

お疲れさまです。それでは議案第１２号令和元年度長与町一般会計補正予算（第４

号）議会事務局関係について御説明をさせていただきます。説明書の２０、２１ページ



をお開きください。歳出でございます。１款１項１目議会費の９節旅費でございます。

費用弁償で１８６万９,０００円の減額補正をさせていただいております。本来当初予

算は、会期の延長または委員会の増を想定して予算を多少多めに組んでおります。今回、

支出予定が確定をいたしましたので、減額補正をして予算を整えるものでございます。 

○委員長（河野龍二委員） 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで議会事務局の質疑を終わります。お疲れさまでした。 

以上、議案第１２号令和元年度長与町一般会計補正予算（第４号）についての質疑は

終了いたしました。 

なお、結審については、３月１３日金曜日を予定しておりますんで、それまでにそれ

ぞれ御意見をまとめていただきたいと思います。 

暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

令和２年第１回定例会本会議におきまして、本常任委員会に付託を受けました議案第

２０号令和２年度長与町駐車場事業特別会計予算の件を議題とします。 

本案について提案理由の説明を求めます。 

和田課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

皆様こんにちは。それでは議案第２０号令和２年度長与町駐車場事業特別会計予算に

つきまして御説明申し上げます。説明書の６、７ページをお開きください。歳入でござ

いますが、１款１項１目駐車場使用料につきましては長与嬉里駐車場分が１台当たり税

込み月額８,８００円、吉無田駐車場が１台当たり税込み月額５,５００円で試算してお

ります。長与嬉里駐車場につきましては前年度同数、月平均３０台を見込んでおります。

吉無田駐車場につきましては、前年度より１台増の月平均３４台分を見込んでおります。

また、長与嬉里駐車場の一般駐車場でございますが月平均１６万円を見込んでおります。

滞納繰越分として存目計上しております定期分、一般分、滞納繰越分、合わせて７３３

万３,０００円で、前年度より４１万７,０００円、５.４％の減収を見込んでおります。 

歳出でございます。歳出の１０、１１ページをお開きください。８節旅費は２万４,

０００円、１０節需用費は前年度より６４万円の減額をしまして１２０万７,０００円

計上しております。１１節役務費は９万８,０００円、１２節委託料は前年度より３９

万８,０００円の増額をしております。１３節使用料及び賃借料は２万１,０００円、１

４節工事請負費は３０万円を計上しております。１款２項１目一般会計繰出金は存目で

計上しております。次に２款１項１目予備費でございますが１０万円を計上しておりま

す。以上でございます。なお、主要な施策に関する説明書を添付しておりますので、御



参照いただき御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

これから質疑を行います。歳入歳出いずれでも結構です。 

質疑はありませんか。 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

歳入の１款なんですけれども、駐車場使用料の一般が先程月１６万の見込みで１９２

万ということでしたけれども、平成３０年度の決算では確か２４９万９,０００円で、

今年度の当初予算でも２４０万円となってたと思うんですが、今回１９２万円と約５０

万ほど減額されている理由は何になりますでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

久原係長。 

○係長（久原和彦君） 

確かに昨年度と比べますと５０万ほど減らしております。理由といたしましては今回

の特別会計の当初予算を算定するときに４月から１２月までの収入を見ております。そ

のときに８か月間の平均が１６万円台でした。おっしゃるとおり昨年からするとかなり

減ってはいるんですけども、この要因分析というところまでは至ってはいないんですが、

ただ１月２月になると昨年度とほぼ同額で月２０万円ほどになっております。特別会計

は歳入をまず最初に決めて、その１００％を歳出にするという考え方から言っても歳入

に関しては安全側で算定をした方が良いのではないかということで、確かに昨年と比べ

ればだいぶ少なくはあるんですが、安全側で予算を立てております。 

○委員長（河野龍二委員） 

八木委員。 

○委員（八木亮三委員）    

そしたら歳出の方なんですけれども、１１ページの１款１項１目１０節需用費の修繕

費９４万円となってますが、これ確か今年度の当初予算で１４４万３,０００円になっ

ていて、その前、平成２９年度の決算で１３万２,０００円、３０年度の決算で２５万

８,０００円だったと思うんですが、その２９年、３０年と比べて今年度と来年度もち

ょっと多いのは何か大掛かりな修繕などがある、もしくはあっているのでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

久原係長。 

○係長（久原和彦君） 

先程の私の答弁とも被るんですけども、特別会計というのは歳入の１００％を歳出に

充当するという考え方から、やはり一番どこが必要なのかっていうところで、逆に言え

ばその他の費目に関しては歳出がもう決まってるような金額であるというところで、あ

そこもやっぱり建ってから年数が経っておりますので一番使うのは修繕費じゃないかと、



特段大きな何かをっていうことではないんですが、逆に言えばあそこに一番今から掛か

ってくるのは修繕費だろうということで、毎年ちょっと多めの予算を立てております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

西田委員。 

○委員（西田健委員） 

主要な施策に関する説明書に書いてあるんですけども、シルバー人材センターに委託

ということで前年度より３２万円ほど増額されたと、増額理由というのをお伺いしたい。 

○委員長（河野龍二委員） 

久原係長。 

○係長（久原和彦君） 

次年度もシルバー人材センターの方に委託を考えているんですが、シルバー人材セン

ターの委託料というのが管理人の賃金。時給です。時給が上がれば委託料も上がるとい

うことで、その時給が最低賃金と連動しておりますので、そこの部分が上がった部分。

それと事務費１０％取られたんですけども、次年度から１２％にしたいという意向がご

ざいましたので、その分で増額をしております。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

今の御答弁で１０％から１２％にしたと。何か正当な理由があって２％上げられたの

か。単なる増額をしたいということで、「はい、いいですよ」っていう形で２％増額し

たのか。それともう１点、先程の八木委員の質疑の中で修繕費のことが出ました。その

修繕費は今から必要になるということで３０万取っておいたと。仮に修繕する箇所が無

かったとしたら、それは減額という形になるのか。それとも、こういう言い方はよくな

いかもしれないけど、無理やり見つけて修理をするのか。ここがひょっとしたら危ない

なと予兆を見つけて修理をするのか。その２点をお答えください。 

○委員長（河野龍二委員） 

久原係長。 

○係長（久原和彦君） 

まず第１点目の１０％から１２％になるというところは、一義的にはシルバー人材セ

ンターの経営に係る部分ですので、我々からちょっと余り言えない部分ではあるんです

けれども、先程申し上げました意向があるということで、うちも全部をそれを飲んだわ

けではございません。予算策定時に１２％にしたいという御意向があったので、その分

の予算化をしております。それに対して、良い、悪いというのは我々からはなかなか言

えない部分ではないのかなっていうふうに思ってます。２点目の修繕費です。確かに多



めに見積もってて使わなかった不用額というのがどうなるかというところなんですけど

も、当然決算剰余金として次年度に繰り越します。いつも９月議会で上程をさせていた

だいてるんですが、決算剰余金に関しては一般会計に繰り出しをしておりますので、余

ればその次の年に一般会計に繰り出すということでさせていただいております。 

○委員長（河野龍二委員） 

西岡委員。 

○委員（西岡克之委員） 

最初の質疑のところで、良いとか、悪いとかは全く申し上げてないんです。要するに

理解をちゃんとして納得がいくことならば別に私も何も言わないんですけど、ただ１

０％から１２％に上げますよと。拠出する側はこちら側なので、そこはちゃんと尋ねて

何故２％なのかと、増なのかっていうことは尋ねていいんではないかと思います。良い

悪いは別にしてですね。そこの議論をしてません。２％上がったっていうことに対して

の内容っていうか、中身というか、それが納得した上で拠出する分は別に構わないと思

うんです。もう一度そこをお願いいたします。 

○委員長（河野龍二委員） 

久原係長。 

○係長（久原和彦君） 

委員がおっしゃるとおり、そのときに意向を示されたというだけで、うちも全てを聞

けてなかった分、経営が苦しいからというその一言だけでありましたが、契約を今から

結ぶに当たって、その辺の理由を明らかにして判断してまいりたいと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

安藤委員。 

○委員（安藤克彦委員） 

駐車場会計については、私以前一般質問でいろいろとやらしていただいたんですが、

改めて申し上げるのは、歳入で一般、長与、吉無田ってある中で、長与と吉無田で５０

０万強、収入を上げてるんですよね。今、出てきた委託費５２４万８,０００円、これ

はいわゆる１９２万円の収入を上げるために５２４万８,０００円の支出を見込んでい

るわけですよね。一般質問したときには雇用の問題っていうふうな話があったんですが、

やっぱり今の話の中でも出てきたように、この収入というのは町民のいわゆるお金、一

般財源に将来的には振り分けられるものですので。ですので１９２万円の収入を上げる

ために５２４万８,０００円支出しようとするのが、やっぱりもうそろそろ考える時期

かなあって私は思います。質問なんですけども、無料化にすれば、もっと言えば、この

５２４万８,０００円は基本出ないものになると思うんですね。あそこにいる管理する

人が要らなくなる。１９２万円の収入は無くなりますが、利用者は無料で利用できるっ

ていうメリットは出るんですよね。当然維持していく上で多少の管理費は掛かるかもし

れないんですけれども、町民のためにはどれが良いのかなって考えたときに、そういっ



た検討っていうのは課内、庁舎内で行われてないんでしょうか。 

○委員長（河野龍二委員） 

久原係長。 

○係長（久原和彦君） 

無料化に関しては今のところ検討はしておりません。時間貸しを無料にしたら月極を

どうするのかというところが、１つ問題として出てくるのかなと思います。時間貸しを

しないにしても、何かしらあそこに人の目がないといけないのかなっていうところもあ

りますので、いただいた御意見を今後、嬉里駐車場の経営のこれからに向けて検討材料

の中に含めて検討をしてまいりたいと思います。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。 

質疑をしたいので委員長を交代します。 

○委員（金子恵委員） 

質疑はありませんか。 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

そもそものところでお伺いしますけど、予算に係る主要な施策に関する説明書の説明

の欄、委託料の金額の差ですね。これで見ると５２４万８,０００円がそのまま委託料

になるんではないかなと思うんですけども、説明書の中では４７９万７,１６０円とい

うことで、これ何の差があったのかですね。確認したいと思います。 

○委員（金子恵委員） 

和田課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

先程言われました駐車場管理委託料５２４万８,０００円、このうち駐車場管理業務

委託の分とその他の業務委託の分が入りまして合計で５２４万８,０００円となります。 

○委員（金子恵委員） 

河野委員。 

○委員長（河野龍二委員） 

確認させていただきます。シルバー人材センターに委託するのが４７９万７,１６０

円。その他の委託先はどういったところになるのか、お伺いしたいと思います。 

○委員（金子恵委員） 

和田課長。 

○契約管財課長（和田弘君） 

その他の委託ですけども、ＰＣＢ処理の分が今回ございまして業務委託をするように

しております。委託先の方は決まってませんけども来年度委託する予定でございます。 

○委員（金子恵委員） 



委員長を交代します。 

○委員長（河野龍二委員） 

ほかに質疑はありませんか。ありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

それでは、これから討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから議案第２０号令和２年度長与町駐車場事業特別会計予算を採決します。 

本案は原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 

お疲れ様でした。暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○委員長（河野龍二委員） 

休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

本日の議事日程はこれで一応終了します。明日からまた９時半から委員会を再開した

いと思います。本日はこれで散会いたします。お疲れさまでした。 

（散会 １５時４１分） 

 


